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［プログラム］日本民俗学会国際シンポジウム	
何気ない日常／変わりゆく日常̶なぜ考え、いかに把握し、どう記録するのか 
	

［総合司会］加賀谷眞梨	

	
★
マーク付きはフルペーパーを収録	

2017 年 7月 8日（土）成城大学・図書館AVホール 開場 12:40	
第 1部 「生活」―対象／生活変化と生活改善 13:20～17:30 
［基調講演］	

田中宣一	 伝承と陋習という認識	...............................................		［5］	
［問題提起］	

岩本通弥	 生活・日常・世相―変化を捉えるために	...............................		［6］	
［発表］	

小島孝夫	 東京都多摩地域における生活改善諸活動の諸相―立川市の事例を中心に	....	［7］	
南 根祐	 韓国のセマウル運動と生活変化★	.......................................	［8］	
山中健太	 戦後南予における「蚊とハエのいない生活」の展開	.....................	［17］	

―喜多郡旧五十崎町から宇和島市石応へ	

周  星	 百年の不体裁―現代中国のトイレ革命★		...............................	［18］	
[コメント]	

田村和彦	 なぜ何気ない日常を考えるのか				
[質疑応答]	

司会＝岩本通弥／及川祥平	

	

2017 年 7月 9日（日）成城大学・3号館 003 教室 開場 9:50	
第 2部 「日常」―概念／それぞれの受容 10:20～12:00 
［発表］	

及川祥平／クリスチャン・ゲーラット	...........................................	［28］	
	 ドイツ語圏民俗学の日常学化をめぐって―その経緯と意義	

戸 暁輝	 日常概念の中国問題★	................................................	［29］	
法橋 量	 日常の語りと世間話	.................................................	［34］	

	 ：レーマンの『経験について語ること―語りの文化学的意識分析』を中心として	

[コメント]	

李 相賢 ドイツの日常と韓国民俗学も交えて	
	

第 3部 「世相」―方法／変化する日常をどう把捉・記録するか 13:30～14:45 
［発表］	

島村恭則	 社会変動・生世界・民俗	............................................		［35］	
丁 秀珍	 日常とローカリティ★	................................................	［36］	
王 傑文	 日常生活的実践の戦術★	..............................................	［43］	

	 ―北京市残街の道端経営現象を例に	

	

第 4部 「総合討論」 15:00～16:30 
［コメント］	

山 泰幸 
王 暁葵 
司会＝門田岳久／川松あかり
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発表者紹介［登壇順］	

	

田中 宣一(TANAKA Sen’ichi) 
成城大学	名誉教授	

専門：民俗学	

研究テーマ：祭り・年中行事、生活変化	

主要業績：［単著］『年中行事の研究』（桜風社、1992）、

『徳山村民俗誌』（慶友社、2000）、『祀りを乞う

神々』（吉川弘文館、2005）、『名付けの民俗学』（吉

川弘文館、2014）ほか。［編著］『暮らしの革命』（農

山漁村文化協会、2011）ほか	

	

岩本 通弥(IWAMOTO Michiya) 
東京大学大学院総合文化研究科	教授	

専門：民俗学	

主要業績：『世界遺産時代の民俗学	 グローバル・

スタンダードの受容をめぐる日韓比較』（風響社、

2013	年、編）、『民俗学の可能性を拓く―「野の学

問」とアカデミズム』（青弓社、2012	年、共編）、

『ふるさと資源化と民俗学』（吉川弘文館、2007	年、

編）、『都市の暮らしの民俗学』（①～③、吉川弘文

館、2006	年、共編）、『都市民俗学へのいざない』

（Ⅰ・Ⅱ、雄山閣、1989	年、共編）	

	

小島 孝夫(KOJIMA Takao) 
成城大学文芸学部	教授	

専門：民俗学	

研究テーマ：更新性資源の永続的利用慣行と地域

自治	

主要業績：『日本の民俗学１	 海と里』（安室知・

野地恒有との共著、吉川弘文館、2008）、『平成の

大合併と地域社会のくらし—関係性の民俗学』（編

著、明石書店、2015）、「家業としての海女漁」（石

川県編・発行『平成 26・27 年度	海女習俗調査報

告書—輪島における素潜り漁及び関係する習俗—』、

2016）	

	

南 根祐(NAM Kun-Woo) 
東國大学校	 Dharma	College	教授	

専門：民俗学	

主要業績：『‘朝鮮民俗学’と植民主義』（東國大学

校出版部、2008）、『東アジアの近代と民俗学の創

出』（民俗苑、2008、編著）、『韓国民俗学再考―本

質主義と復原主義を越えて―』（民俗苑、2014）、「農

村体験観光と民俗の真正性」『比較民俗学』46（比

較民俗学会、2011）、「グリーンツーリズムの文化

政治学―B	村の観光実践を中心に―」、（『韓国民俗

学』56、2012）	

	

山中 健太(YAMANAKA Kenta) 
NPO 法人公衆衛生看護研究所・保健婦資料館付属研

究所	登録研究員	

専門：保健衛生活動、地域活動研究	

研究テーマ：保健衛生が生活に及ぼした影響、保

健婦の手記に見える保健婦活動、戦後の生活記録

運動の実態、保健婦とハンセン病、地域グループ

学習の実践	

主要業績：「千種町いずみ会の地域的展開と『生活

改善』の受容」（田中宣一編『暮らしの革命―戦後

農村の生活改善事業と新生活運動』農文協、2011）、

「ある保健婦の足跡から見る地域保健活動の展開

と住民の受容」（『佛教大学大学院研究紀要文学研

究科篇』40、2012）、「戦後の生活変化の受容と生

活改善」（八木透編『新・民俗学を学ぶ―現代を知

るために』昭和堂、2013）	

	

周 星(ZHOU Xing)  
愛知大学国際コミュニケーション学部	教授	

専門：中国民俗学と文化人類学	

主な研究テーマ：現代の「日常」及びその危機	

主要業績：単著『郷土生活的羅輯――人類学視野

中的民俗研究』（2011）、編著『民俗学的歴史、理

論與方法』（2006，2008）、編著『国家與民俗』（2011）	

	

田村 和彦(TAMURA Kazuhiko) 
福岡大学人文学部東アジア地域言語学科	教授	

専門：民俗学／文化人類学	

主要業績：「葬礼と埋葬のいろいろ	 現代中国にお

ける人生の閉じ方」など（『中国文化事典』、丸善

出版、2017）、「中国の家族の変容」（『現代家族ペ

ディア』比較家族史学会編、弘文堂、2015）、「民

衆の葬儀と国家－近現代中国における人々の葬

儀」（『変容する死の文化』国立歴史民俗博物館・

山田慎也・鈴木岩弓編、東京大学出版会、2014、

173－200 頁）。「文化人類学與民俗学的対話－圍繞

『田野工作』展開的討論―」（周星訳『民俗学的歴

史、理論與方法』上、周星編、商務印書館、456－

485 頁、2006）など	
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及川 祥平(OIKAWA Shohei) 
川村女子学園大学文学部日本文化学科	講師	

専門：民俗学	

主な研究テーマ：民俗宗教論、現代民俗論	

主要業績：『偉人崇拝の民俗学』（勉誠出版、2017

年、単著）、「地域史を根拠とする自治体間交流の

諸相―交流締結経緯の分析から」（『グローカル研

究』3号、2016 年）「ハンブルク大学民俗学／文化

人類学研究所における民俗学教育について」（『常

民文化』37 号、2014 年）	

	

ゲーラット・クリスチャン(GOEHLERT, Christian)  
ミュンヘン大学 Japan-Zentrum	准教授	

専門：民俗学	/	宗教学		

主な研究テーマ：妊娠出産に関する民俗宗教、ド

イツ語圏民俗学の方法論	

主要業績：“Von	Seefahrern,	Wasserleichen	und	

wandernden	Goettern:	Reise	und	Heimkehr	in	der	

Glaubenswelt	der	japanischen	Fischer	“（航海

者・水死体・漂着神：日本の漁民の信仰における

旅行と帰郷）”,	Helge	Baumann 他編 Reise	und	

Heimkehr	als	kulturanthropologische	Phaenomene

（文化人類学的現象としての旅行と帰郷）（マール

ブルク、Tectum、2010）	

Die	 Verehrung	 von	 Wasserleichen	 und	 ihre	

Stellung	im	japanischen	Volksglauben	（水死体

を祀る信仰とその民俗信仰における位置）（ミュン

ヘン、Iudicium、2010）	

「民俗学の研究方法としての権威的知識理論」

（『常民文化』35 号、2012）	

「民俗学の立場から見る第15回ドイツ語圏日本研

究者会議」（『常民文化』36 号、2013）	

”Anzan	 Kigan.	 Rituelle	 Geburtspraktiken	

Japans	im	Wandel	der	Zeit	（安産祈願：日本に

おける妊娠・出産に関する信仰とその変

遷）”(Asiatische	Studien	–	Études	Asiatiques,	

68-1,	2014)	

	

戸 暁輝(HU Xiaohui) 
中国社会科学院文学研究所	研究員	

専門：民俗学、民間文学	

主要業績：「建構城市特性：スイス民俗学理論の新

たな視角―Thomas	Hengartner	を例として」(『民

俗研究』2012	)、『記憶』(Patricia	Fara,Karalyn	

Patterson	編、翻訳、2006	)、『現代性與民間文学』

(	社会科学文献出版社、2004	)、『返回愛與自由的

生活世界―純粋民間文学関鍵詞的哲学闡釈』(	江

蘇人民出版、2004	)、『中国人審美心理的発生研究』

(	中国社会科学出版社、博士論文、2003	)	

	

法橋 量(HOKKYO Hakaru) 
慶應義塾大学	非常勤講師	

専門：ヨーロッパ民族学・ドイツ民俗学	

主な研究テーマ：民俗学的語り研究、民俗学理論、

地域文化論	

主要業績：「ドイツにおけるフォークロリスムス議

論のゆくえ―発露する分野と限界」（『日本民俗学』

236 号）、「現代ドイツ民俗学のプルーラリズム―越

境する文化学へ」（『日本民俗学』263 号）	

	

李 相賢(LEE Sang-Heong) 
国立安東大学校民俗学科	教授	

専門：民俗学	

主要業績：「安東の都市化と安東生え抜きの人々の

‘	儒教共同体’	構築と運営」（『韓国民俗学』55、

韓国民俗学会、2012）、「1960-80 年代運動圏知識人

の民謡認識と民俗学者の民衆認識」（『実践民俗学

研究』24、2014）、「ユネスコ文化遺産に関するド

イツ民俗学の認識と研究」（『比較民俗学』56、2015）、

「ドイツ民俗学概論書の日常文化と民俗学研究所

の日常文化」（『比較民俗学』60、2016）	

	

島村 恭則(SHIMAMURA Takanori) 
関西学院大学社会学部	教授	

専門：現代民俗学	

主な研究テーマ：現代民俗学理論、世界民俗学史	

主要業績：［単著］『〈生きる方法〉の民俗誌―朝鮮

系住民集住地域の民俗学的研究―』（関西学院大学

出版会、2010）、［編著］『引揚者の戦後』（新曜社、

2013）、［論文］「フォークロア研究とは何か」（『日

本民俗学』278 号、2014）、「「民俗学」是什么」（『文

化遺産』46 期、中山大学中国非物質文化遺産研究

中心、2017）ほか	

	

丁 秀珍(JON Su-Jin) 
Dharma	College	 助教授	

専門：民俗学、文化社会学	

主要業績：『無形文化財の誕生』（歴史批評社、2008）、

「グローバル時代の韓国民俗学とローカリティ



4 

ー」（『民俗学研究』33、2013）、「比較社会学の行

方-比較民俗学の方法論再考のために-」（『比較民

俗学』53、2014）、「ユネスコ無形文化遺産体制下

のアリラン」（『実践民俗学研究』29、2017）	

	

王 傑文(WANG Jiewen) 
中国コミュニケーション大学（中国伝媒大学）芸

術研究院	教授	

専門：中国民俗学と大衆メディア研究	

主な研究内容：民間文化と大衆メディア化、コミ

ュニティに生きる民衆の日常	

主要業績：［単著］『儀式、歌舞與文化展演』（2005）、

『中国社火』（2006）、『媒介景観與社会戯劇』（2008）	

	

山 泰幸(YAMA Yoshiyuki) 
関西学院大学人間福祉学部人間科学科	教授	

専門：民俗学、思想史、社会文化理論	

主要業績：『追憶する社会』（新曜社、2009、単著）、

『環境民俗学』（昭和堂、2008、編著）、『異人論と

は何か』（ミネルヴァ書房、2015、編著）など	

	

王 暁葵(WANG Xiaokui) 
華東師範大学民俗学研究所所長・教授	

専門：民俗学、日本文化史	

研究テーマ：災害・戦争記憶、民俗学の理論と歴

史	

主要業績：［単著］『民俗学と現代社会』（2011、上

海文芸出版社）、［編訳］『日本民俗学翻訳叢書』

（2010、学苑出版社、王暁葵・何彬編）、［共著］『記

録と記憶に比較文化史』（2005、名古屋大学出版会）	

	

［司会］	

加賀谷 真梨(KAGAYA Mari) 
新潟大学人部学部	准教授	

専門：民俗学・文化人類学	

研究テーマ：コミュニティ論、ジェンダー、高齢

者福祉	

主要業績：「高齢者福祉と家族」他（『現代家族ペ

ディア』比較家族史学会編、弘文堂、2015）、「子

どもも親もみんなで育てる」（『いのちはどう生ま

れ、育つのか－医療、福祉、文化と子ども』道信

良子編、岩波ジュニア新書、2015）。「ジェンダー

視角の民俗誌－個と社会の関係を問い直す」

（『〈人〉に向きあう民俗学』門田岳久・室井康成

編、森話社、2014）など	

	

門田 岳久(KADOTA Takehisa) 
立教大学観光学部交流文化学科	准教授	

専門：文化人類学・民俗学	

研究テーマ：高度消費社会と現代宗教、ナラティ

ブ、開発と文化運動	

主要業績：［単著］『巡礼ツーリズムの民族誌―消

費される宗教経験』（森話社、2013）、［共編著］『〈人〉

に向きあう民俗学』（森話社、2014）、［論文］「聖

地観光の空間的構築―沖縄斎場御嶽の管理技法と

『聖地らしさ』の生成をめぐって」（『観光学評論』

4-2、2016）	

	

川松 あかり(KAWAMATSU Akari) 
東京大学大学院総合文化研究科	博士課程	

専門：民俗学・文化人類学	

研究テーマ：旧産炭地域における歴史／記憶の継

承、語り継ぎ	

主要業績：［修士学位論文］「〈語り部〉生成の民俗

学に向けて―記憶・過去・人との出会いと語りの

実践」（未公刊、2015）、［論文］「『世界文化遺産』、

『世界の記憶』、そして『世間遺産』	－旧産炭地

筑豊、田川市にもたらされた『遺産』概念と地域

住民の語り口」（『九州人類学会報』43 号、2016）	

 

 
［専門通訳］	

西村 真志葉(NISHIMURA Mashiba) 
インディペンデント・フォークロリスト：日中・

中日	

金 鎬傑(KIM Hogeol) 
韓国・國立中央博物館・遺産管理部・学藝研究

士：中韓・韓中	

金 賢貞(KIM Hyeonjeong) 
亜細亜大学・国際関係学部多文化コミュニケー

ション学科：韓日・日韓
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［要旨］ 
伝承と陋習という認識 

 
田中 宣一 

 
	

ごく普通の人びとの特別な営みではない伝承の秘める豊かさが、日本の文化あるいは文化史研究にと

って重要な対象になり、かつ研究材料にもなりうることを発見したのは、民俗学（というより柳田国男）

である。伝承文化は非凡な思想や大発見・大事件とは異なり、創造的性格や世の中をリードするエネル

ギーの点では劣っているが、社会を安定的に維持する力を持っている。しかし、変わりにくい性格であ

るために、近代の科学的・合理的思考に立って考えると、その人間関係がいわゆる封建的だと思われた

り、物質的・精神的に非生産的なことどもにみえてしまう。俗的に言えば、遅れている・無駄の多い文

化とされてしまいがちである。そして、世の中が激変するさいには、支えている人びとの心情や論理に

それほど思いをいたすことなく、地域の伝承文化の相当部分を陋習だとみなし、それを改めさせようと

する力が内部からも起き、外部から圧力として働くことにもなる。その顕著な例が、戦後の疲弊した精

神的・物質的生活を何とか立て直そうとして、昭和二十年・三十年代に、政府主導で熱心に推進された

生活改善普及事業と新生活運動である（これらは生活改善諸活動として括ることができる）。当時として

は、内政の 重要課題だったことであろう。政府側は一生懸命になり、その対象となった人びとも、そ

れに呼応して努力したのであった。その結果、それまでの日本の伝承文化はだいぶ変わっていったので

ある。今回の話では、私がこういう問題に関心を持つにいたった理由を聞いていただいたあと、生活改

善諸活動の大要を述べる。そのあと、結果として、活動が功を奏した面と、思いどおりに進まなかった

事柄、あるいは推進しすぎた点などを振り返り、何をなぜ陋習とみなすかなど、伝承文化の持つ意味に

ついて考えていきたい。	
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［要旨］ 

［問題提起］生活・日常・世相―変化を捉えるために 
               

岩本 通弥 
	

	

二日にわたるシンポジウムの問題枠組を、俯瞰的に設定しておこう。ハリー・ハルトゥーニアンは、

その著『歴史の不穏―近代、文化的実践、日常生活という問題』（こぶし書房、2011）の中で、戦間期、

世界各地で同時多発的に「日常性」が問われはじめた意味を問い質したが、初日に焦点をあてる生活改

善運動も、ほぼ同時期に、社会編成を攪乱し変革をもたらす運動として、東アジアに簇生する。日本で

は文部省内に 1920 年、官製の国民運動団体として結成された生活改善同盟会を嚆矢に、そのキャンペー

ンは戦後一大ムーブメントへと拡大するが、中国では民国期の 1934 年、蒋介石によって新生活運動が発

動される。深刻な内憂外患に直面した国難の 中、日常習慣の改善という皮相で些末とも思われる運動

が、なにゆえ多くの人びとを動員し得たのか、植民地下韓国でも 1929 年に朝鮮日報社が行った生活改新

運動はじめ、身の回りの日常を改革する動きは、戦後、セマウル運動や家庭儀礼準則の設定などへと展

開する。第Ⅰ部では、1920～30 年代に日中韓でこのように同時発生的に胚胎し、戦後それぞれに進展し

ていった生活改善運動を、その同時代性と異質性を視野に入れつつ、戦後の生活変化を中心に相対化す

る。第 Ⅱ 部では、「日常」概念の、日中韓それぞれの受容と発展を考える。これまで日常という概念に

対し、明確な定義を与えないまま進めてきたのは、多様なアプローチが想定され、その広がりを制限し

ないためでもあった。その背後にはドイツ民俗学の「日常」概念があったが、単に日常生活を問うだけ

でなく、当たり前になるプロセス（日常化）を問いかける、その概念を、どう鍛えていけるのか、改め

て議論する。第Ⅲ部	では「世相」と題し、方法として変化する日常を、どう把捉し、いかに記録するか

を検討する。「いま、ここ」という日常実践をいくら民族誌的に厚く記述しても、それらは瞬く間に、「過

去のあそこ」へと変質してしまう。「いま、ここ」という即時的で過ぎゆく日常と、「眼の前の新しい現

象との、繋がる線路
すじみち

を見究める」という世相史的な意味での日常とを、いかにとり結ぶことが可能であ

るのか、それを目がけた討議が必要となってくる。	
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［要旨］	

東京都多摩地域における生活改善諸活動の諸相 
―立川市の事例を中心に 

	

小島 孝夫 
	

	

第二次世界大戦後の民主化政策の一環として展開された生活改善諸活動は、今日の日常生活にいたる

素地となった生活像を地域社会の人々が自律的に模索しようとした活動であり、昭和 30 年頃から展開す

ることになった日本における高度経済成長の伏線となった活動であった。生活改善を前提として展開さ

れた諸活動は、高度経済成長期という日本社会の大転換に埋没されてしまい、民俗学や歴史学の研究対

象として等閑視される状況が長く続いてきた。高度経済成長という日本社会の大転換は突然に発生した

ものではなく、従前の日本社会の基盤を柔軟に分解していく過程が存在したのであり、その過程こそが

生活改善諸活動であったのである。	

そのことを民俗学の立場から明らかにした田中宣一編『暮らしの革命―戦後農村の生活改善運動と新

生活運動』（農山漁村文化協会，2011）と、歴史学の立場から明らかにした大門正克編『新生活運動と日

本の戦後―敗戦から 1970 年代』（日本経済評論社，2012）であった。報告者のグループはこれらの成果

を統合し生活改善諸活動の全国的な展開と差異を検証するため，2014 年度から現在まで自治体が発行し

てきた広報誌の記事を資料として生活改善諸活動の展開をデータベース化する作業に取り組んでいる。

関連省庁や各自治体で廃棄されてしまっている生活改善に関する諸記録を補うための基礎的な作業であ

るが、研究グループ内からは当時の諸活動に携わった方がたからの聞き書きを行うことも喫緊の課題で

あるという指摘がなされてきた。そうした折に、立川市砂川地区を対象に生活改善運動の調査を進めて

いた増田昭子氏から、青年時代から青年団活動おいて生活改善運動に関わっていた豊泉喜一氏（昭和 5

年生れ）を紹介され、断続的に聞き書きを行う機会を得た。	

砂川地区は近世初期に開発された新田集落で、畑作における換金作物の栽培に特化した地域であった。

また、大正 11 年に開設された陸軍飛行第五連隊飛行場の隣地として関連工場群が建設され、当時から都

市化がすすんだ農村であった。昭和 30 年頃に家屋の建て替えが行われており、同年に始まった基地拡張

反対闘争は地域内を二分することになり、多摩地域における生活改善諸活動の展開とは異なるものであ

った。豊泉氏から得られた砂川地区の生活改善運動の実態は、広報誌という記録からだけでは、生活改

善諸活動が地域社会において果たした役割を総体的に検証できないということを確認する機会となった。	
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韓国のセマウル運動と生活変化 
 

南 根祐 
翻訳：中村 和代 

	

	

1．セマウル運動と未発の「現在学」	

	

	 戦後の韓国民俗学史において、1970 年代の「セ

マウル(新しい村)運動」ほど大きな衝撃となった

ものはないだろう。朴正熙
パクチョンヒ

軍事政権が行った代表

的なこの近代化プロジェクトは、農村社会に構造

変動をもたらしただけでなく、そこで日常を営む

農民たちの生活世界にまで影響が及んだからであ

る。これまで 村
マウル

を民俗の伝承母体として扱って

きた民俗学者にとって、その調査現場の構造変動

や住民の生活変化は、民俗学の有り様とこれから

の実践を新たに問い直さねばならないほど深刻な

事態となっていた。1972 年に韓国民俗学会が「第

一回民俗学全国大会」を開いたことや、そこで「民

俗学の役割」や「文化財の保存と伝授」をテーマ

に白熱する様子がそれを物語っている。当時、民

俗学会長として司会を務めた任 東 權
イムドングォン

は、その背

景と趣旨を次のように述べた。	

	

	 我が国が、今現在近代化作業が活発に進め

られる中で、長い間伝統とともに伝承されて

きた民俗資料が湮滅の道を辿っております。

その中には、意図的に破壊され（ている場合

もあり）、このような時点での民俗資料の保存

は非常に危急な状態にあり、この問題につい

て民俗学会としても然るべき何らかの発言が

必要であります。…(中略)討論に提示された

問題点は、整理し学会の意見を文化財政策の

行政資料として参考となるよう提出する予定

です[民俗学会編	1972:106.	引用文中（）内

は筆者注、下線筆者、以下同様]。	

	

	 下線に見える「民俗資料の意図的な破壊」とは、

朴政権が迷信打破を掲げ行政力を動員し、全国各

地に存在するチャンスンやソナンダン	訳注１など

を強圧的に毀損・撤去したことを指している。60

年代末の「新生活運動」と 70 年代初頭の「セマウ

ルづくり事業」過程で一方的に行われたことで、

村の住民の反発や抵抗が頻繁に起こると、急遽内

務部は「チャンスン保護令」を発表し、一転して

チャンスンの特別保護を指示した。また、ソナン

ダンの場合でも「民族的団結を促進する民俗とし

て発展させ、国民総和の中枢としてみなさねばな

らないという文化財専門委員の建議を受け(当局

が)慎重な検討」[東亞日報	1972/05/06]を行うよ

うになるのだが、既にソナン堂のような村の守護

神を祀る祭堂は「全国で 3 分の 2 ほどが破壊」

[崔吉城	1974:40]された状況にあった。	

このように、「民俗資料の保存(が)非常に危急な状

態」下での「民俗学の役割」を緊急に議論しよう

ということが、前に述べた討論会の趣旨である。

要するに、民俗の価値や意義を再吟味し、高める

ことによって、民俗の救済と保存の必要性を説き、

その討論の結果をまとめたものを「文化財政策の

行政資料として参考となるよう提出」しようとい

うのである。この趣旨に沿うかのように、討論会

では基層の民族文化論に基づく民俗の救済・保存

論に集中した。ただ、黃浿江
ファンペガン

と金泰坤
キムテゴン

の二人だけは、そのような救済
サルベージ

「民俗学」の役割

に異論を唱えており、

その一節を取り上げてみる。	

	

		民俗が湮滅するという説は、成り立たない

でしょう。民俗は、湮滅ではなく、変化しま

す。したがって、変化過程までを対象とする

時、民俗学の分野は「現在の学」としての現

在的であり現実的な広い土台を持てるのでは

ないでしょうか。…(中略)民俗学は、民衆の

生活それ自体、民衆を取り巻く立体的な生活

全てを指す文化、それらを対象としなければ
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ならないと考えます。故に、民俗学は、まず

過去の概念から果敢に脱皮あるいは修正しう

る勇気を持たねばならず、…(中略)民衆につ

いてのより積極的な研究が成されなければと

考 え る の で あ り ま す [ 民 俗 学 会 編	

1972:109-110]。	

	

	 下線部分からわかるように、民俗学はいわゆる

「湮滅」のナラティブと過去の残存文化研究から、

「民衆の生活それ自体」を探究する「現在学」へ

「果敢に脱皮」すべきである。このような金の主

張は、70 年代前半韓国民俗学の方法論に関する一

連の学術会議でも繰り返された。その学史的意義

はともかく、ここで注目しなければならないのは、

彼が強調した「現在学」は具現可能かどうかであ

ろう。結論から言えば、内観的
イーミック

アプローチを通し

た民衆の実生活探究が必要だと、方法論の転換を

促しても、当時の韓国民俗学はセマウル運動真っ

只中の村の共同体とその成員の「現実的な」生活

に、特別関心を向けることはなかった。問題のチ

ャンスン祭やソナンダン祭祀、あるいは巫俗信仰

(シャーマニズム)などを「民俗文化財」や「伝統

文化」として本質化させながら、近代に対抗する

ナショナリズムの橋頭堡として原型的民族文化の

収集と保存に躍起になり、目の前で繰り広げられ

ている「新村
セマウル

づくり」やその影響下に置かれた日

常の生活変化には、目もくれなかったのである。	

	 その結果、農村の生活者がセマウル運動という

急激な社会変動過程を、どのように「主体的に」

経験したのか、そしてその強圧的な国家動員体制

によって農村社会の権力と社会関係がどのように

再編され、またその住民の衣食住、生業、儀礼、

慣行など日常の「立体的生活」がどのように変貌

していったのか、これらの問いや研究の実践が伴

わなかったことで、民俗学は農村社会での近代化

過程を微視的に掘り下げていく貴重な機会を、み

すみす手放してしまった。韓国民俗学が直面した

昨今の危機は、実際この「主体なき民俗研究」が

自ら招いたものとも言える。遅ればせながら、そ

の未発の「現在学」を志向するセマウル運動の研

究 実 践 が 必 要 な 所 以 で あ る 。 (南根祐	

2013:195-199)	

	 よって、本発表ではセマウル運動の日常と生活

領域を考察した 近の研究、具体的には歴史学の

民衆史や日常史研究、そして日常生活の社会学な

どにおいて追究してきた新しい研究成果を取り上

げ論じようと思う。それらは、セマウル運動とい

う日常の動員と生活の支配に対し、村の生活者が

とってきた多様な反応と抵抗を対象化しており、

民俗学の日常研究に何らかの影響をもたらすもの

と考えられるからである。以下では理解を助ける

ために、まず、セマウル運動がどのようなものだ

ったのか、その背景と展開について簡略に概観を

述べる。次に、その主力事業であった農村におけ

る住宅の改良と、「統一稲
トンイルビョ

」の増産、そしてこれ

らに伴う生活変化に関する研究成果をいくつか検

討する。 後に、結論にかえて民俗学的日常研究

の可能性について考えてみたい。	

	

2．セマウル運動の背景とその展開	

	

	 1961 年 5 月 16 日の軍事クーデターによって政

権を樹立した朴は、「祖国近代化」の旗印の下、輸

出主導型工業化政策を猪突的に押し進めた。この

工業立国の不均衡な成長戦略は、必然的に農村の

疎外や疲弊へとつながった。それが農民層に相対

的な剥奪感と挫折感を生み、60 年代後半には「離

村向都」の脱農が急増、その影響はそれまで「与

村野都(与党推しの村民、野党推しの都市民)」で

あった有権者の傾向にも変化をもたらした。1971

年の総選挙では、政権与党である共和党に対し農

村地域の支持率が大幅に下落したのである。ただ

でさえ、直前に実施された大統領選挙で金大中
キムデジュン

の

大躍進に危機感を募らせていた朴だったので、与

党の得票数の急落は深刻な政治的窮地として捉え

られた。	

	 このような危機意識は、翌年の 1972 年「10 月

維新」の断行という超憲法的非常措置と独裁体制

の構築に表れていた。朴政権は、都市の知識人や

野党を中心とした強力な反対勢力の抵抗に直面す

ると、大衆に直接訴えかけるか、彼らを動員する

方法で抵抗勢力を弱体化し、長期政権として維新

体制の正当化と自身の支持基盤の拡大を図った

[朴珍道·韓道鉉	1999:43-46]。セマウル運動とは、
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このように政治社会的な目的で広められ、農村を

強固な政治的基盤として再建し、都市の抵抗勢力

を封じ込めるため[高源	2006:186-187]の農村社

会開発且つヘゲモニー的統治戦略であった。	

	 セマウル運動は、農村の「セマウルづくり事業」

が皮切りとされる。この事業は、1970 年 4 月に寒

害対策のため開かれた全国地方長官会議で、朴が

提唱しスタートした。当時、共和党の財政委員長

であり雙龍
サンヨン

セメントの代表であった金成坤
キムソンゴン

が、

セメント業界の不況を訴え政府の支援を願い出る

と、朴はセメントの過剰在庫解消のための法整備

を指示した[李桓炳	2012:98-101]。そして同年秋、

内務部は約三万五千に及ぶ全国の行政区域の村す

べてに、セメント 335 袋を無償で配布した。ただ、

このセメントの使用には条件があり、村の共同事

業にのみ使用が許可された。例えば村内道路の拡

張、村内河川の整備、共同井戸の設置、共同洗濯

場の設置など、「10 大事業」内容を提示しながら、

その村の状況に適したものを選ぶよう、住民の「自

律的な」決定を促した。	

	 この 10 大事業は、実際農村の住民が日頃から希

望していた内容であったため、「セマウルづくり事

業」は多くの反響を呼び、約一万六千の村で期待

以上の成果をあげた。この結果から、内務部はそ

の翌年に第二次事業として、「優秀マウル
村

」にはセ

メント 500 袋と鉄筋 1 トンを「基本資材」として

提供した。そしてそのような下地ができると、村

の環境改善に限られていた「セマウルづくり事業」

は、農村の所得増加と農民の精神啓発を含める「セ

マウル運動」へと方向を転換しはじめた。	

	 1972 年には、その推進機構として内務部長官と

関連部署の次官で構成された「セマウル運動中央

協議会」が設置された。その下に、各道、市、郡、

面それぞれ、道知事、市長、郡守、面長など各行

政の長を委員長とする「セマウル推進協議会」が

置かれ、各村々でも「マウル開発委員会」が構成

され、セマウル指導者を支えた。そうやってセマ

ウル運動は、中央から地方行政を経て末端の村へ

と繋がるピラミッド型の位階的推進体制を構築し

た。同時に、全国すべての村に対し、住民の参加

や事業実績をもとに「基礎マウル」「自助マウル」

「自立マウル」と三つのレベルに分けて評価し、

支援策や昇級制度で村々の競争意識を起こさせた。

朴政権の目的は、 終的にすべての村を「自立マ

ウル」にすることであり、1971 年から 73 年まで

を「基盤造成段階」、74 年から 76 年を「生産基盤

施設拡充段階」、77 年から 81 年を「所得基盤完備

段階」として設定し、「勤勉・自助・協同」という

「セマウル精神」の全国民化と全村落の「自立マ

ウ ル 」 化 を 推 進 し た [새마을연구회 편	

1980:205-237]。	

	 このようにセマウル運動は、初期には農村が切

望していた事業に重点を置きながら農民の自発的

参加を促す形で展開されたが、1972 年 10 月に確

立された維新体制によって、次第に政治色の強い

国民運動へとその姿を変えていった。1973 年の 11

月に開かれた第一次全国セマウル指導者大会で朴

が発した一言「セマウル運動が 10 月維新であり、

10 月維新がセマウル運動だ」に、それは凝縮され

ている。結果的に、セマウル運動は官主導の政治

的性格が強く表れていたため、事業を断行するほ

ど初期の活気は失われていき、70 年代の後半には

高圧的に進める事業に農民の不満が高まり、批判

の声が次第に激しくなっていった。その後、1979

年 10 月に朴が凶弾に倒れると維新体制も終焉を

迎え、セマウル運動は急激にその推進力を失って

しまった。	

	

3．住宅改良事業と生活環境の変化	

	

		1970年代のセマウル運動が韓国の農村社会に与

えた影響を、すべてここに網羅することはできな

い。「セマウル運動でないものはない」と言いきれ

るほど、日常生活のすべてにおいて「セマウルづ

くり」一色の時代だった。毎朝、起床を促す鐘の

音とともに全国すべての村で流れる「セマウル歌」

がその象徴だといえる。朴が作詞したこの運動歌

は、「藁葺き屋根の家も取り払い、田舎道も広げ」

という歌詞からもわかるように、セマウル運動の

初期事業は、村の環境改善に重きを置いていた。

例えば、村の路地や農道の拡張、小河川と下水溝

の整備、共同堆肥場の設置、マウル林藪
ス プ

の造林、

住宅改良、電化と簡易給水施設の設置、集落構造

改善事業などが挙げられる。	
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	 中でも、農村の風景と住生活を一新させた住宅

改良事業に焦点を当てると、事業が二つの段階を

経て浸透していったことが理解できる。一つは、

70 年代前半の「藁葺き屋根の家」の部分改良であ

り、もう一つは 70 年代中・後半に進められた都市

型洋風家屋の建築である。まず、前者は屋根と台

所の改修が対象であったが、紙面の制約上、屋根

のケースのみ述べることにする。事業は、藁で覆

われた在来の屋根を、スレートやトタン、あるい

は瓦に替えることが主な内容だった。藁の葺き替

えにかかる労働力や費用を節減でき、藁自体を、

縄などの藁細工の材料や燃料、堆肥などに有効活

用できるという理由だった。しかし農家において

は、高額な設置費用のため、簡単に受け入れるこ

とはできなかった。そこで政府は、若干の金融支

援と強い行政力をもって屋根の改良事業に踏み切

った。その結果、72 年から 78 年まで屋根の改良

に至った家は計 260 万棟に達し、全国各地に存在

した「藁葺き屋根の家」は、その姿を消すことと

なった。「貧しく落ちぶれた農村」を「豊かな経済

と近代化された農村」へと変貌させた先導的事業

として[새마을연구회 편 1980:	483-485]、朴政権

がその可視的効果を狙ったことは言うまでもない

だろう。	

	 では、それに対し村の住民の反応は如何なもの

であったのだろうか。「日常生活の視角」からこの

問いにアプローチした李昇勳
イスンフン

の研究が興味深い。

彼によれば、初期には屋根の改良の必要性を固辞

する住民が多かったが、実際「してみたら見栄え

がいいね」と次第にその気持に変化が見られてい

った。もちろん、その過程の中で不平不満や批判

が生じなかったわけではない。それは事業自体の

根本的な意味に対する抵抗ではなく、進めていく

上での強制的な態度や、住宅資材の不良、不誠実

な工事、「取り立ててする必要のなかった」屋根の

改修にかかる経済的負担、「冬に寒く夏に暑い」ス

レートやトタン屋根に対する反感などであった

[李昇勳	2006:	244-247]。特に、地元の役人が実

績を増やすため、勝手に屋根に上がりバールで叩

き壊すなど、手段と方法を選ばず強行する態度へ

の反感は常であった[李桓炳	2011:	192-194]。	

	 次に、農村住宅の根本的な改善を目標にした、

1976 年から 79 年まで都市型洋風家屋の建設推進

について見てみよう。政府が提供したいくつかの

標準設計図をもとに、所謂「文化住宅」が 4 年の

間計 18 万 5 千棟建てられた。この件数は、当時農

村の住宅全体の約 7%に過ぎなかったが、そこに使

用された「標準住宅の平面図」は、80 年代以降の

「改良型平面図」のベースとなり、今日存在する

農村住宅の姿を確立させるほど影響力の大きなも

のであった。李は、在来式住宅から文化住宅への

変化を、次の三点でまとめている。まず、在来の

部屋が横一列に連なる形から二列に広がった家へ

と、家の形態の変化、伝統的座式スタイルから部

分的立式スタイルへと生活スタイルの変化、そし

て、板の間
マ ル

が内部空間となり、各部屋へつながる

媒介空間となった役割の変化である。これらの変

化は、典型的な都市型住宅への変化として、その

まま置き換えることができる[李昇勳	2006:	

247-250]。	

	 しかし、この新しい農村住宅改良事業の推進成

果は、政策面で見ると十分ではなかった。農民の

意識改革、所得増大、都市部と農村部の格差解消、

離農の抑制などの政策目標があまり達成されなか

ったからである。何より、農村の暮らしや生活方

式に合わない都市型文化住宅への不平不満も少な

くなかった。しかし、そのような状況にもかかわ

らず、李のインタビューを受けた人びとのほとん

どは、この事業をほぼ成功したものと評価してい

た。李は、村の住民がこの事業を受け入れた意味

を、政策的目標などではない、「都市の暮らし」へ

憧れる農民の「誇示的効果」に見出していた。即

ち、それは近代化過程で排除された農民の疎外感、

そこから生まれた都市への憧憬と劣等感、都市型

文化住宅の所有という象徴的イメージで克服しよ

うとする欲求が、意識の底に存在しているという。

近年、農村で増加している「田の畦・畑の畦アパ

ート」[南根祐	2015:	255]も、その延長線上にあ

ると理解できるように、文化住宅の所有という主

観的達成感が、農村住宅改良事業を成功と認識す

る主要因であると李は説いている[李昇勳	2006:	

256-261]。	

	

4．「統一稲」の記憶と受容様相の地域差	
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	 70 年代、セマウル運動は「裕福な暮らし運動」

と銘打たれるようになっていた。先に取り上げた

セマウル運動歌にも「所得増大精出し、富者村
プジャマウル

つ

くろう」という文句がある。実際この「富者マウ

ル」を目指し、所得増大事業が多種多様に展開さ

れるのだが、その代表的なものに「統一稲」の増

産計画がある。「統一稲」とは、農学者許文會
ホムヌェ

が、

フィリピンの国際稲作研究所で生み出した新品種

の稲「統一(IR667)」とその後裔を指す。それは、

インディカ米系の高収量品種を韓国の風土に合う

ように開発したもので、それまで韓国で栽培して

いた品種よりはるかに多い収量が可能となり、一

時「奇跡の種籾」と呼ばれた。	

	 朴政権は、1971 年から政府組織を総動員し、そ

の普及と増産を加速させた。その結果、統一稲の

栽培は年々急増し、1978 年には農地全体の 76%を

占めた[韓國農村經濟硏究院編	1989:	431]。もち

ろん、全国の米生産量も飛躍的に伸び、1976 年の

秋には維新政府が自給自足宣言を発表した。「緑の

革命成功」という慶事の効果であろうか、翌年に

は 14 年ぶりに米マッコルリの製造も許可を出し

た訳注２。しかし統一稲はインディカ米の特性があ

ったので、元来ジャポニカ系の粘り気のある米を

好んできた韓国の消費者には受け入れられなかっ

た。何より、その米は不味かったのである。商品

として人気がないので、当然統一稲の市場価格は

低く栽培を避ける農家も多かった。この状況に政

府は、二重穀価制度訳注３や秋穀買入制度で対処し

ながら統一稲中心の増産政策を強く押し通した。

しかし、1978 年から 1980 年まで稲熱病の蔓延と

冷害で甚大な被害が続き、農家は統一稲を強制的

に生産させる政府の方針に正面から反発しはじめ

た。その結果、維新体制を引き継いだ全 斗 煥
チョンドゥファン

新

軍事政権は、政治的損失を考慮し、統一稲増産政

策を手放すほかなかった。政府の圧力と後援を失

った統一稲の栽培面積は半分以下となり、1992 年

秋穀買入制度の中断とともに、統一稲は完全にそ

の姿を消してしまった[金兌豪	2009]。	

	 このように統一稲の短くも強烈な盛衰、そして

それに纏わる多くの事件や話は、40 年以上経った

今でも韓国人の脳裏には鮮明に残っている。少な

くとも五十代以上の地方出身者にとって、その増

産体制に振り回された、喜怒哀楽を伴う多様な経

験の記憶は、決して忘れられるものではないだろ

う。「統一稲物語」は、政治的な立場によって二つ

の視点を持つことができる。一つは、「麦の峠
ポリッコゲ

(春

の端境期)訳注４」の飢餓を解決する「緑の革命」の

成功神話であり、もう一つは、維新政権が押し通

した強圧的農政の弊害として記憶されているナラ

ティブである。	

	 しかし、金
キム

兌豪
テ ホ

の 近の研究では、この二つの

視点とは全く違う視点の存在を伝えている。統一

稲が、韓国中部地方で生産基盤を確立できなかっ

たのに対し、南部地方ではいち早くその生産に取

りかかり、80 年代の後半においてもまだ相当な規

模(稲栽培面積全体の 20-30%)の生産があったとい

うのである。これは、前に述べた二つの視点では

十分な答えに至ることはできない。金は統一稲の

受容における地域差に注目し、「統一稲物語」がそ

の後の韓国社会にどのような影響を与えたのかを

考察している。要約すると以下のとおりである。	

	 統一稲は、南部地方では圧倒的に優占種であっ

たが、中部地方では全国的な全盛期だった 70 年代

後半の２〜３年を除いては、ジャポニカ系の代表

である「アキバリ(秋晴)」に比べ、明らかに劣勢

であった。この地域差はなぜ生じたのだろうか。

まず、統一稲はインディカ系の亜熱帯で育つ性質

であり、この稲を季節によって冷え込みの激しい

気候となる韓国で栽培するとなると、「保温苗代」

をはじめ多くの技術と労力が必要となった。相対

的に春と秋の気温が高い南部地方は、それほど問

題なく統一稲を定着させることができたが、中部

地方の普及はスムーズにはいかなかった。	

	 このような生態環境的な要因とともに重要なの

は、経済地理的要因である。先に言及したように、

韓国の消費者に統一稲は好まれず、ゆえにその米

である「統一米」は、市場でジャポニカ系の米、

通称「一般米」に比べ明らかに低価格で取引され

ていた。このように市場で統一稲を忌避する事態

に、政府は統一稲の栽培につながるよう秋穀買入

制度を導入した。秋の穀物を仕入れる際は、何よ

りまず統一稲を買い入れるようにし、等級も上げ

るなど、いろいろな優遇措置をとったのである。
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その結果、1970 年代の中・後半の秋穀買入は統一

稲で占められた。これは、農家が国家相手に統一

稲の契約栽培をすることと変わらなかった。	

	 しかし、このような契約栽培をすべての農家が

歓迎していたわけではない。秋穀買入ではなく他

の販路を確保できるのであれば、無理に政府の秋

穀買入に縛られる必要はなかったからである。例

えば、南部の湖南
ホナム

地方のような穀倉地帯の場合、

大きな消費市場が周辺に無く、また日本の植民地

統治期より米の品質が低く評価されてきたため、

遠くの市場を探すよりも、近くで各種優待措置を

受けられる国家の行政機構に依存するほうが合理

的な選択といえた。それに対し、中部の京畿
キョンギ

地域

の場合、ソウルという も大きな消費市場に隣接

しており、すでに高級米の産地として名を馳せて

いたため、「統一稲」を推し「一般米」を抑制する

政府よりも、「アキバリ」に高い値をつける民間の

卸商と取引きするほうがメリットとして大きかっ

た。特に、経済成長とともに高級米の需要が急増

した 70 年代末には、一部の大都市の米卸商が「立

稲先売訳注５」などを通じ、政府の秋穀買入より有

利な条件でアキバリへと意識を向けさせた。中部

地方で統一稲が定着しなかった背景には、このよ

うな経済地理的な要因が大きかったと考えられる。	

	 もちろん、統一稲の受容における地域差は、記

憶に対しても違いを残していく。京畿道の場合、

「統一稲に苦しめられたが、結果生き残って隆盛

を極めたアキバリ」という記憶である。その記憶

が、消費者の手に取る米の選択にも大きな影響を

及ぼした。80 年代には、所得水準の上がった大都

市の消費者を中心に、一般米への需要が爆発的に

伸びた。その一般米の頂点は、当然アキバリであ

った。アキバリは、先に述べたように特に京畿道

で広く栽培されていたので、以来消費者が「一般

米」を嗜好する熱い視線は、自ずと京畿米に向け

られるようになったのである。	

	 興味深いのは、この「京畿米熱風」が、80 年代

当時、アキバリという品種が他種より秀でていた

という結果から起こったのではないという点であ

る。それは、近い過去の記憶と遠い過去の話が混

ざり合い生み出された、意外な結果だった。ここ

でいう「近い過去の記憶」とは、強圧的に進めら

れた統一稲の増産体制と、それに勝ち残ったアキ

バリの存在に関連する。政府のあらゆる弾圧にも

屈せず、農家がアキバリを植え続けたという話は、

消費者にとってアキバリの優秀さを保証する勲章

のようなものだった。そこへ、遠い過去の記録に

残る京畿道利川
イチョン

・驪州
ヨジュ

産の王室献上米であった

「紫彩米
チャチェサル

」の歴史と重なり、アキバリは「王様に

献上した京畿米」という名で急速に広まっていっ

た。1995 年に韓国初の市場に出たブランド米は、

「王様の米」というラベルが貼られた京畿道利川

産のアキバリだったが、それは決して偶然の産物

ではない。現在も、アキバリとその改良種である

「新秋晴
セチュチョン

」は、韓国で も人気のある品種のひと

つである。	

	 一方、京畿米旋風が強くなるほど、湖南米の人

気は下降していった。統一稲が退いた後も、都市

消費者が抱く「湖南米は統一米」というイメージ

は消えず、その流れで湖南産の米の評価も落ちて

しまうという、理不尽な痛手を受けなければなら

なかった。実は、強圧的農政が撤廃された 80 年代

以降、湖南は京畿道の次にアキバリを生産する地

域でもあった。しかし、湖南米への偏見で、湖南

産アキバリはその種に見合う正当な価格をつける

ことができなかった。湖南の農家が 90 年代初期ま

で統一稲を植え続けた理由は、このような湖南地

域版「統一稲の記憶」を踏まえてはじめて本当の

理解に至る。要するに、統一稲は、南部の湖南穀

倉地帯で高収量の生産が実現できたが、湖南とい

う土地は地理的に首都ソウルから遠く離れている

だけでなく、市場も朝鮮総督府が主導した産米増

殖計画の時代からずっと湖南米の価値を認めるこ

とはなかった。したがって、湖南の農家は、市場

よりも秋穀買入という安定的な政府の方針に頼ら

ざるをえなかった。その結果、「湖南米＝統一米」

という偏見と制約を生んでしまったのである。	

	 さらには、米の市場が品種よりブランド中心に

再編されている現在、そのブランド化の方向は湖

南米、京畿米それぞれ違う立場で反映されている。

まず、前者の場合、湖南産であることを前面に出

すことはあまりない。産地に関する情報はできる

だけ避け、「 果ての村」など産地の特徴を浪漫的

に表現することが多い。あるいは「ひとめぼれ」
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のように、日本ですでに成功した品種を取り入れ、

産地ではなく品種を前面に出しブランド化を図る

ケースもある。湖南産ブランド米の中で高値が定

着した「ひと目で惚れた米
ハ ン ヌ ネ パ ナ ン サ ル

」がその良い例である。

反面、後者の京畿米の場合は、ブランド品種を取

り入れても京畿道産であることは強調する。例え

ば 2007 年に発売された「農心コシヒカリご飯」は、

レトルトパック市場で出遅れた感があったが、そ

れを挽回するため「京畿道産コシヒカリ米」と、

「京畿道」を前面に押し出し勝負に出た。以降、

広告論争にも負けず、この製品は「王様献上米の

本場、京畿道」と「日本 高のコシヒカリ」とい

う二つのブランド力で、市場での大成功を収めた。	

		このように、「統一稲物語」は維新政府の農政に

対する評価に留まる問題ではない。統一稲が退場

してから半世紀が過ぎた今日でも、都市の消費者

が持っている米に対する好みの起源を辿っていく

と、それが米の増産体制への動員と記憶に結びつ

いていることが分かる。統一稲の記憶は、過去の

歴史に対する政治的立場を構成する材料としてだ

けでなく、今日の日常生活にも直・間接的な影響

を与えている「生きている物語」なのである

(金兌豪	2016)。	

	

5．セマウル運動と日常研究	

	

これまでの議論を整理すると、セマウル運動の

展開過程には、軸となる三つの方針に沿った事業

の存在があった。それは、農村の①環境改善事業、

②所得増大事業、そして③農民の精神啓発事業で

ある。先に述べた、住宅改良と統一稲の増産は、

共に①と②の

代表的な政策であり、目に見える形で農村に生活

変化を起こし大きな成果となった事業だった。今

もなお、韓国人がセマウル運動と「朴正煕シンド

ローム」(丁海龜 1998:60-70)を、成功「神話」

として認識している1のは、特に①と②二つの事

																													
1	例えば、1998 年朝鮮日報社と韓国ギャロップ(リサ

ーチ会社)が共同で行った世論調査によれば、大韓

民国 50 年の歴史上 も大きな業績として、セマウ

ル運動が選ばれ、以下、ソウルオリンピックの開催、

京釜高速道路の開通、光州民主化運動の順となって

いた。2008 年にも政府樹立 60 周年を記念し、同様

業に関する強烈な体験と鮮明な記憶が再生された

結果であろう。これらの強圧的な推進によって、

農村の「さびれた藁葺き屋根の家」と「麦の峠の

飢餓」を克服したことは、事実であるからだ。	

	 一方③に関し、高源
コウォン

は「ヘゲモニー的権力戦略」

という視点からセマウル運動を分析し、「貧しさか

ら解放されたいと願う、農民の日常的欲望」と「農

民を経済的に動員させながら、政権の支持基盤を

強化する国家強制力の作用」との利害関係が、ぶ

つかり合いながら、葛藤と浸透、変容と流用、同

意と亀裂を生み出す、複雑な近代的大衆政治のメ

カニズムを説いている。この過程において、セマ

ウル運動は、国家が農民の日常の中に特定の生活

規範を植え付ける、「農民生活の近代的規律化」運

動となり、ヘゲモニー的権力戦略として、農民を

「国民」へと転化させる装置となるという(高源	

2006:	178)。	

ここで重要なことは、巨視的な「近代的国民づく

り」において、上部支配ブロックだけの、同意と

説得の末のヘゲモニー獲得ではない、という点で

ある。下部農民もまたセマウル運動の過程におい

て、意図的な遅延や空々しい順応、不平や不満、

反発や抵抗など、多様な表情や身振りで自らの小

さな「日常的欲望」を実践していったという点で

ある。農村社会と農民生活の有意的変化は、巨視的
マ ク ロ

な構造と微視的
ミ ク ロ

実践の相交わるところから生み出

される。そしてその相互作用は、「何気ない日常」

を「変わりゆく日常」へと転換しがちである。今

回国際シンポジウムで、我々が対象化している「日

常」とは、「日々繰り返される生活」や、東アジア

で古くから、広く使用されてきた「風俗」のよう

な、「通常」の意味ではなかろう。それは、「近代

の経験と生活を再組織する領域として、新たな

近代性
モダニティ

の歴史が開かれる」(Harootunian	2000:	

69-70)時空間に違いない。	

	 近の、セマウル運動研究が強調している「日

常生活の視覚」や「日常研究の観点」は、まさに

そのような政治的な時空間で繰り広げられてきた

主体らの微視的な生活実践の探究を志向している。

																																								 						

の調査が行われたが、やはり第１位はセマウル運動

であった。詳しい内容は、朝鮮日報 1998 年 7 月 15

日版と 2008 年 3 月 15 日版を参照のこと。	
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従来のセマウル運動論で大前提とされた「能動的

国家と受動的個人」を止揚し、「構造的視覚と日常

の様々な事実との連々たる対話」(李昇勳	2006:	

237-238)を追究することによって、「民衆の生活や

経験の世界と繋がり合うセマウル運動」(金榮美	

2009:	11)を歴史化しようとする試みである。主に

歴史学や社会学がこの研究を主導しており、政府

やマスコミ発信の各種資料の批判的検討をはじめ、

過去セマウル運動の波に飲み込まれた村のフィー

ルドワークも行っている。その過程で新たに発見

された農民の手記や日記の分析と共に、セマウル

運動経験者へインタビューも行っており、民俗学

における現場研究との共通点が見える。	

	 今述べたような、日常研究への新たな関心は、

まだ少数の研究者に限られている。	

その上、「日常に及ぼす国家の影響を優先的に」分

析しようとする傾向が強く、「日常自体の研究まで

辿り着かない」(孔提郁	編	2008:	4)という限界が

存在するのも事実である。また、インタビュー資

料が、主に文献資料の補完に留まっていることも

問題だ。特に、「体験したライフヒストリー」と「語

りとしてのライフヒストリー」の明確な区分けと

再構成という方法論(李熙英	2015:	133-143)の自

覚がなく、その資料化や解釈が為されていること

は、看過できない問題ではあるが、これまで韓国

民俗学が度外視してきたセマウル運動を対象とし、

新しい日常研究が取り組まれている点は、高く評

価したい。来年二月には、韓国の実践民俗学会で

も『近代化と「民俗」研究』というテーマで、国

際シンポジウムを予定しており、今回のシンポジ

ウムで得られた日常研究の成果が、国を超え広く

議論し合うことで、より一層の深化につながるこ

とを願っている。	

	

訳注	

訳注１	チャンスンは、村の入口や道、寺の前に立て

られた木・石像で、村の守護神、境界標、道標の

役割をするとされた。ソナンダンは、村の入口、

峠、山の中腹などで見られた、村の守護神である

ソナン神を祀った祭壇で、積み重ねた石や神木、

祠などで構成されている。	

訳注２	米マッコルリとは、米を原料とし発酵させた

酒で、朴正煕は、食糧難のため、1965 年糧穀管理

法を制定し、米を使用した酒の製造を禁止した。	

訳注３	二重穀価制度とは、農家からの穀物の買入価

格は高く、消費者への販売価格は低く設定するこ

とである。	

訳注４	麦の峠とは、前年の秋に収穫したものは底を

つき、麦ができるにはまだ早い時期という意味よ

り、食料事情が も窮することを指していう言葉

である。	

訳注５	立稲先売とは、資金のない農家や、負債を抱

えた農家のための救済策として、まだ田に植えら

れている稲の状態で生産量を予測して売ることを

いう。	
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［要旨］ 

戦後南予における「蚊とハエのいない生活」の展開 
―喜多郡旧五十崎町から宇和島市石応へ― 

 
山中 健太 

	

	

モデルはモデルであり、それ以上でも以下でもない。モデルの波及はそのモデルを住民がどう理解す

るかが問われる。だからこそ、環境衛生改善は地域の生活課題が明確でなければならない。住民たち自

身が、生活課題を自身の問題と認識し、地域内で活発な意見が交換されたうえで協働化が合意形成され

てこそ意義があるものといえる。生活改善の実際は、結局のところ現地において生活課題をどう自分た

ちの問題として取り上げ、対話を重ねて実践するのかにある。	

「蚊とハエのいない生活」は、戦後 GHQ の指導で感染症を媒介する鼠族昆虫の駆除が始められたこと

に発する。各保健所の管轄で衛生班を作り、他方で住民主導の自発的な環境衛生改善が行われることに

なった。これがモデル事業として発展していった。	

この運動に関する研究は、運動当時の公衆衛生学で橋本正巳や須川豊らによって、運動の構成や活動

に対して指針を説いた。その後、関なおみは発展途上国での応用を見越し活動の再評価を行った。また、

文化資源学の立場から、澤田るいが運動の映像資料を分析し、全国普及の実際について述べた。	

しかしながら、住民にその運動がどう捉えられていったのかという見方や、そもそも運動の結果がわ

かっていても受容プロセスがわかっていない。また、モデルが他の模倣地域に与えた影響ということも

分析が及んでいないのである。そこで、本報告では「蚊とハエのいない生活」を一つの生活改善の標榜

として取り上げ、具体例を昭和 30 年の愛媛県喜多郡旧五十崎町と、同県宇和島市石応の活動に定め、そ

こからモデル地区がどのようにして波及したのかを学びたい。モデルの波及は生活改善がいかに複雑な

課題を内包しながらあったかを明らかにできる。そこから見えてくる生活課題に対する人々の動きも検

討に値する。	
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百年の不体裁 
―現代中国のトイレ革命― 

 
周 星 

翻訳：西村 真志葉 
	

	

はじめに	

	

中国語で日常生活のこまごました平凡さを表現

する際、「柴・米・油・塩・醤油・酢・茶」、「衣食

住行」、「食う・飲む・出す（排泄）・寝る」といっ

た決まり文句がよく用いられる。こうした定型句

は、排泄やトイレ、またそれらと関連する問題に

対する人々の姿勢を如実に映し出す。それは通常

まったく意に介されないものの、避けては通れぬ

日常生活の一部だと受け止められているのだ。清

朝時代末期、民国時代初期以降、中国人の排泄行

為およびトイレに関する状況は諸外国から非難を

浴び続けてきたが、中国が長年頭を抱え続けたこ

の問題も、2010 年にようやく転換の時を迎えたの

だった。	

現在に至るまで、排泄行為やトイレ、トイレ革命

及び関連する諸問題について、中国の民俗学、文

化人類学といった分野では、一部の調査報告が断

片的にとりあげる程度であり、まともな研究は行

われていない。したがって、本稿では現代中国で

生じたトイレ革命、それも局部的に現実となりつ

つあり、そして今なお進行し続けているトイレ革

命について概要を取りまとめ、それが現代中国の

大規模な生活革命の重要な一環であるという視点

を提示したい［周星	2017］。排泄行為や排泄物、

トイレに関する問題を単に衛生問題として扱う場

合に比べ、筆者はそれらをより複雑な総合的背景

を有する現代中国の社会的・文化的問題として位

置づけている。以下、本稿で使用する概念をいく

つか説明しておこう。まず、トイレ文化とは、す

べての社会に存在する排泄物処理と排泄行為の管

理に関する規則と施設などを指し、またトイレ文

明は排泄行為と排泄物処理をめぐる約束、宣伝と

いった面において、ある社会が達した科学技術レ

ベルと社会的整備の高さを指す。一方、トイレ問

題とは現代中国でトイレをめぐり顕在化する諸問

題の総称であり、トイレ革命はある社会が自発的

な内的衝動に基づいて、あるいは外部に刺激され

る形で、その排泄行為の管理や排泄物処理施設、

さらに関連システムについて実施する一連の改造

措置の総称である。ここからも明らかなように、

トイレ革命という概念には、人々の排泄行為の変

化や、トイレ文化の変容、トイレ文明水準の向上

などが含まれており、すべての人にとって清潔且

つ衛生的で、気持ちよく、また安全で尊厳が保た

れ、そして利便性の高い排泄環境を志向するもの

である。	

	

１．農耕文明のトイレ文化	

	

文化の異なる人々の間には、異なる排泄の仕方が

存在し、また排泄物の管理や処理の方法をめぐっ

てもそれぞれの特徴を示すことだろう。中国のよ

うな広大な土地においても、トイレ及びトイレ行

為の形やその文化形態もまた均一ではない。たと

えば草原や森林、山地で遊牧、遊猟、遊耕を営む

民族集団は、一般的にトイレを設置しない、ある

いは固定されたトイレを持たない場合が多い。し

かしこれは彼らが排泄行為についてルールを有し

ていない、あるいは衛生観念が欠如していること

を意味しない。単にその生存環境下では人畜の糞

尿が問題視されないというだけの話である。西南

の山地で農耕を営む一部の少数民族には、人の糞

尿を肥料に用いることを禁じる事例が見られる。
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彼らは自分たちの土地が、人の糞尿を肥料に用い

る漢族のものと比べてより清潔だと考える。たし

かに、典型的な農耕民族である漢族は、その農耕

文明の特徴として、人や家畜の排泄物を農作物の

肥料に用いる場合が多く、そのため肥料としての

糞尿が重要視されている。これは中国で も一般

的かつ伝統的なトイレ文化といってよい。たとえ

ば西洋の水洗式トイレと比べると、中国には汲み

取り式のトイレが多い。具体的な排泄の仕方も、

西洋の洋式とは対照的に、東アジアの多くの国と

同様、和式スタイルが多く見られる。しかし、中

国内の諸民族も他のさまざまな民族同様、子ども

の社会化に似た過程の途上にある。排泄行為の自

制、排泄物への嫌悪などを含む飲食・排泄・睡眠

関連の文化的規範の生成が促されているのだが、

実際、人類のあらゆる社会において、こうした人

体の自然な属性は例外なく隠され、装飾されるも

のである［奥尼尔	2010:	10;	英格利斯	2010:	
31-37］。	

中国におけるトイレの歴史は古い。『説文』にも

「厠、清也」とあり、汚物や穢れをきれいに取り

除くことと反訓が与えられている。秦漢王朝時代

の溷と圂という漢字には、ブタの飼育柵とトイレ

という二重の意味があり、漢晋王朝時代の出土品

のなかにも、豚の飼育柵とトイレの機能が一体化

した様子を模した素焼き模型の埋蔵品が見られる。

このような形態のトイレは近代に至るまで、中国

北部、華南地区及び日本の沖縄等に存在していた。

一部の研究者は、漢王朝時代のトイレがすでに個

人のプライベートを重視し、かつ換気を考慮した

設計になっており、唐時代に至ると司厠という官

職が創設され、宋時代の汴梁（現開封市）には公

衆トイレがあり専門の管理者も置かれ、さらに清

王朝嘉慶年間には有料トイレさえも登場した、と

力説する。だが、現在に至るまで、中国の広大な

農村地域ではいぜんとして露天の汲み取り式トイ

レが多く、人の糞尿が肥料として用いられている、

という基本的事実に変わりはない。	

アメリカの葛学溥が 1925 年に出版した『華南の

村落生活』のなかで、鳳凰村の人々の「限られた

衛生知識は伝統と迷信という非科学的事実に基づ

く」と述べている。たとえ比較的清潔な部屋であ

ってもゴミや汚水、蓋のない桶に入った糞便がい

たるところで見受けられ、また、農民たちは毎日

溜池から液状の糞便を汲むと、村を通って田畑へ

赴いて農作物に肥料をやる、さらに生活用水とな

る鳳凰渓の水で便器を洗うのだという［哈里森、

葛	2006:	53-54］。	

楊懋春は山東省台頭村の民俗誌において、トイレ

やその関連事項に多く言及している。「露天トイレ

は農民の健康を脅かしている。夏はトイレに蝿が

たかり、同じ蝿が食物の上へとまるが、それをさ

えぎる良い術がない」、「台頭村の農民は――その

他多くの村の農民も同様だが――すべての飲用水

を煮沸し、食物も中までしっかり火を通す」［楊懋

春	2001:42-43］。これとよく似た情景は、中国各

地の田舎でよく見られる。北部の農村には、冬の

農閑期にはいると、農民たちが専用の籠とシャベ

ルをかついで糞拾いにでかける伝統もある。河南

省林県の農村部では、冬に糞拾いに出かけた老人

の経験が次のような小唄となって歌われている。

「羊の糞を拾いに山のぼり、人の糞は人目のつか

ない町外れ、犬の糞は外壁の曲がり角、ロバの糞

は坂道に、牛糞を捜すにゃ荒野原」。各地に伝わる

農耕関連の諺にも、「農作物も庭木の花も、すべて

は肥やしのおかげ」といった類のものが存在する

ものだが、これは農耕文明の郷土知識体系の一部

といってよいだろう。農耕文明の形態に適応した

トイレ文化には、人の糞尿を集めて堆肥にし、貴

重な資源と見なすこと以外にも、それらを当然視

し、たとえ少々汚らしく、悪臭がしたところで受

け入れがたいほどには厭わない、という内容が含

まれている。	

東アジア諸国を見ても、近代化以前の京都や江戸、

ソウル、開封、広州等人口が密集する都市部では、

そこに暮らす住民の糞尿が、周辺村落の人々に必

要とされていた。郊外の農民はさまざまな方法を

講じて、都市部の人々の排泄物を持ち帰り、肥料

とせんとしていたのである。その後、たとえば日

本では戦後 1950 年代以降、化学肥料の普及により
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人の糞尿は経済的価値を失い、1960 年代に各地で

排泄物処理場の建設が進んで化学的な処理が施さ

れるようになった。そして 1970 年代から 1980 年

代にかけて下水道と水洗トイレが普及していった

のである［阿南	2010:405-421］。ところが中国で

は、首都北京を例にしても、ようやく汲み取り工

という職業が淘汰されたのは 1990 年代末のこと

だった。	

江南地域にはかつて室内用の糞壺で用を足す習

慣が存在していた。毎朝女主人が小川で糞壺を洗

った後、玄関に干すのである。汚物は普通直接川

に流されるため、公共衛生を大きく阻害していた。

現在では科学的な衛生知識が普及し、田舎の民家

であっても水洗トイレが増えており、上記のよう

な伝統的な糞壺は日常生活から姿を消している。

とはいえ、当地の婚礼において子孫桶と呼ばれる

糞壺は欠かせない嫁入り道具である。糞壺が生殖

を象徴する婚礼上のメタファーになっているため

であり、ここからも民俗の世界ではそれが穢れと

見なされていないことが分かる。中国の民俗文化

にも厠神が存在するが、彼女はトイレ、ましてや

衛生面を管轄しない。彼女はあくまで「諸事を占

うことができる」、「蚕で未来を占う」女神である。	

	

２．文明形態の転換と外部世界から寄せられる

非難	

	

各国の人々からさんざん非難が寄せられる中国

のトイレ問題は、中国社会が農耕文明から工業文

明へ、郷土社会から都市化社会へ向かうさなかで

出現した。筆者がこのように考えるのには理由が

ある。伝統的なトイレ文化は農耕文明を背景に農

村地域をその拠点としてきたが、現代化の過程で

新たな文明形態である工業文明、都市文明がもた

らされた結果、中国では文明形態の転換が生じた。

まさにこの転換のなかで、トイレは重大かつ深刻

な問題とならざるを得なかったのである。1950 年

代以降、中国の化学肥料工業は急速な発展を遂げ、

さまざまな形態の化学肥料と農薬が農村部に普及

したことで、有機肥料に対する農家の依存率は大

幅に減少していった。	

ただし、中国の農村部において、農民たちは肥や

しを頼みの綱にしており、化学肥料についてはま

だ完全に受け入れてはいない。短期的な効果を見

れば、有機肥料は化学肥料には勝てないだろう。

だが、各地には「化学肥料は土地を硬化させるの

で、有機肥料によって柔らかく解さなければなら

ない」といった説が広まっており、2 種類の肥料

が混在する現状を招いている。また、町と郊外の

農村部の間にかつて存在していた人の糞尿をめぐ

る需要と供給の関係にも、瞬く間に変化が生じた。

北京ではおよそ 1970 年代から 1980 年代中期の間

に、人々の排泄物が郊外の農村部に必要とされな

くなり、すべて下水処理を施さなければならなく

なった。一方の農村では都市部と同じ速度で下水

処理システムを整備することができないため、都

市・農村間の格差はトイレと排泄物処理の面にお

いてもさらに際立つこととなった。	

改革開放以降、中国の都市化の動きが広がるなか

で、トイレ問題も次第に顕在化してきた。都市化

がもたらした極度の人口密集化により、糞尿処理

が市政の一大問題なったわけである。また、中国

の都市部に特徴的な流動人口は、もともと厳しい

状況に置かれていた公衆トイレ問題をさらに深刻

化させることになった。北京、上海、広州といっ

た大都市の転入人口や流動人口は増大する一方で

あり、数に限りのある公衆トイレはまったく足り

ていないのが現状だ。と同時に、都市管理の水準

もいぜん低く、その衛生状況は文字にするのもは

ばかられる様を呈している。	

こうしたトイレ問題は社会の発展段階に抵触し、

社会経済の発展という課題全体の一環をなす複雑

な特徴を有している。またそれ以外にも、同時に、

たとえば都市・農村間の 2 層構造のような中国特

有の社会構造とも関連している。現在人口が密集

する中国の各都市では、家庭のサニタリールーム

に配備された水洗式トイレと外出時に用を足せる

公衆トイレが必要とされているが、いずれの設備

も下水道や汚物処理システムが完備されているこ

とを前提としている。現実には、公衆トイレのお
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もな利用者は都市社会を生きる下流層であり、た

とえば衚衕居住者、いまだ安定した住居を持たな

い転入者、流動人口および出稼ぎ農民工等が含ま

れる。メディアと大衆は公衆トイレの衛生状況を

批判し、利用者の公共道徳の欠如を叱責するが、

両者は同義的なものであり、また、その批判の矛

先が公衆トイレの管理上の問題に向けられること

も少ない。「社会転換の過渡期においては、人々の

観念と（排泄）行為が、都市社会の文明的な生活

形式が要求する水準に満たない」、というのが一般

的な解釈である。たしかに中国では、家庭の私用

トイレと比べて、公衆トイレの問題により複雑な

意味が含まれている［仲富蘭	1990:	201-208］。	

現代の中国が抱えるトイレ問題には、多層的な格

差が含まれている。それは他地域の人間や地方人

口に対する都市の拒絶と排除を表出するかもしれ

ない。たとえば、都市の公共サービスや政府、企

業を含む多くの基本施設では、トイレを一般大衆

に開放する義務を放棄している。またこれは同時

に、都市・農村間格差の一つの側面でもあり、差

別と優越感の根拠を形作ってもいる。こうした中

国のトイレ問題について、より大きな声で批判の

声を上げるのは中国へやってくる諸外国の人々、

そして海外メディアである。	

1978 年の改革開放を機に、海外の観光客が中国

へ押し寄せた。現代的な都市あるいは工業化社会

で暮らす観光客が、いぜん農業国家のままであっ

た中国を訪れたわけだが、彼らは先進国のまざな

しで第三世界に属するこの発展途上国を観察し、

トイレ問題に遭遇した。あるいは、中国のトイレ

で驚くべき発見をし、非常に居心地が悪い思いを

した。これは決して不思議なことではないだろう。

1980 年代から 1990 年代にかけて、中国のトイレ

はしだいに外国人記者に取り上げられり恰好の題

材となり、1990 年代初頭までに、中国都市部のト

イレ問題を批判した国内外の報道機関は数百を超

え、報道されたニュース記事も膨大な数に及んだ

という［娄暁琪	2015］。こうした批判記事は中国

人読者に大いに恥じ入らせたが、国営メディアで

ある新華社は同類の記事を『参考消息』上で多数

翻訳、紹介を続けた。こうした批評は、直接ある

いは間接的に、中国国内のトイレ改良に係る努力

の後押しすることになったのである。比較的早い

時期に中国で行われたトイレ改良は、全国各地の

観光地や観光ルートで比較的体裁のよいトイレを

整備し、トイレに等級づけを行う、というものだ

った。一時、観光旅行の体系的な業務というのは、

観光客の行動を相対的に閉鎖された範囲内に限定

し、一般居住者が利用する見るに堪えないトイレ

と接触する機会を減らす、ということを意味して

いた。	

	

３．上から下へ進むトイレの改良運動	

	

トイレ問題は、中国の政治エリートが重視する国

家イメージにも関わってくる。したがって、その

改良に係る努力は、上層部から働きかけられるも

のである。1990 年代前後、第 11 回アジア競技大

会を機に、開催地北京では景観整備がすすめられ、

公衆トイレの増設や改修工事が行われた。1984 年

から 1989 年のあいだに同市で新設、改装された公

衆トイレは 1,300 ヶ所以上、下水道との貫通工事

が施された浄化槽も 1,000 ヶ所を超え、これに伴

い、公衆トイレの総面積は 1.6 万平方メートルに

拡大、下水口も 3,300 ヶ所増加、しかも 6,000 を

超える公衆トイレで水洗式トイレの整備が実現し

た。状況が改善の兆しを見せたものの、決して十

分なものではなかった。1993 年末までに、北京市

の公衆トイレ約 57,000 ヶ所のうち、環境衛生部署

で管理されるものは 6,800 程度しかなかった。ま

た約 7 割の公衆トイレが衚衕や居住区に分布し、

主要道路や繁華街には 200 ヶ所あまりしかなかっ

た。当時の国の基準に照らし合わせてみても、北

京市の 9 割の公衆トイレはきわめて簡易的で、第

4 類に区分されるものだった。仕切り壁もないそ

のトイレは実質ただの穴が開いているだけであり、

その衛生状況はきわめてひどかった［人民網	

2015］。	

以上のような状況下で、1990 年代初頭、中国メ

ディアにはじめて公衆トイレ革命をめぐる議論が
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登場した。1994 年 9 月、娄暁琪の率いる首都文明

工程科研グループが（１）、『北京日報』上で「北

京の公衆トイレは革命を急ぐべき」、「多くの障害

が行く手を阻む公衆トイレ革命」、「公衆トイレ革

命の出口はどこに」等と題する一連の評論を連載

し、全国民を動員する公衆トイレ革命の必要性を

提示した。1994 年 7 月、同科研グループは『首都

都市公衆トイレ設計大会方案』を制定して作品を

募り、同年 11 月中旬までに、全国 20 を超える省

（区、市）、さらにはアメリカやオーストラリアな

ど諸外国から 340 の応募が寄せられた。天安門広

場で受賞作品の展示会も開かれ、より鮮明に公衆

トイレ革命の旗印が掲げられたが、これは当時の

北京市民の固定観念に一定の衝撃をもたらすこと

になった。その後、北京では 1995 年の第 4 回世界

女性会議や 2008 年のオリンピックが、また上海で

も 2010 年の国際博覧会などが開催されたが、国家

イメージと首都の威厳を守り、表出するという同

一の論理に基づき、両市では市民の文明的素養を

向上するための活動が展開された。その際、都市

部の公衆トイレ問題は 大の試練としてのしかか

ってきたのである［沈嘉	2004;	単、陶	2004］。	

2004 年 11 月 17 日、第 4 回世界トイレ会議が北

京で開催されたが、これは中国において初めての

ことだった。当時、北京は 2008 年までに城区で第

2 種以上の基準を満たす公衆トイレを全体の 9 割

を占める 3,700 ヶ所新設あるいは改装し、第 3 種

以下の基準に満たない公衆トイレを使用不可とす

る都市計画を掲げた。また同計画では、近郊と郊

区城鎮で第 2 種以上の公衆トイレが全体に占める

割合を、それぞれ 6 割と 3 割まで引き上げるとい

う目標も掲げられた。一方、上海の公衆トイレは

北京以上に、不合理な配置、バランスの悪い男女

トイレ比、市民の非文明的使用法といった諸問題

を抱えている。このため、上海市は現代的な公衆

トイレサービスの整備を提起し、投資の増大と管

理の強化に力を注ぎ、トイレの市場化した運用シ

ステムを模索した。そして北京と上海には有料ト

イレがあいついで登場し、整った設備に加え、専

属の清掃員も配置された。この公衆トイレの市場

化は中国の多くの都市で採用され、使用料によっ

て経営管理が維持されているが、程度の差はあれ、

いずれも「収入第一、管理は二の次」といった現

象が存在している。だが、公衆トイレの経営モデ

ルをめぐって巻き起こった議論の焦点のひとつこ

そが、市場化か公益化	（無料）か、という点にあ

った。	

国家イメージとよく似たものに地方イメージが

ある。多くの地方都市もまた、具体的なトイレ改

造へ次々と乗り出した。そのうち、2000 年に桂林

市長李金早が推進した旅行者用トイレ改革、南京

市長羅志軍が 2003 年に提唱した南京公衆トイレ

革命、山西省臨汾市の建設局長宿青平が 2008 年に

推進した臨汾公衆トイレ革命などは、よく知られ

ている。2001 年、国家旅遊局は桂林で「新世紀の

旅行者用トイレの建設と管理」と題するシンポジ

ウムを開催したが、これは中国初のトイレをテー

マとした全国会議である。そして同シンポジウム

で提出された『桂林共通認識』は、トイレ革命を

推進するための中国初の共同宣言となった。その

内容は、旅行者用トイレの管理が現代的な基準に

達しないかぎり観光業の現代化は真の意味で実現

されえないというものであり、桂林の旅行者用ト

イレ革命では具体的に「政府が推進し、民間企業

がトイレを建設、維持管理する」という市場化し

た手法が採択された。この結果、同市には 849 ヶ

所の旅行者用トイレが建設されるに至ったが、こ

れは観光地に平均 1 平行メートル毎に 5.7 ヶ所の

トイレが整備される計算になり、国家基準を大き

く超過するものだった。トイレ整備と管理の面で

後れを取っていた同市のイメージは劇的に払しょ

くされ、旅行、投資、市民生活のすべての環境が

改善された。そして 2000 年から 2015 年まで 15 年

におよぶ努力が継続された結果、桂林市では市内

の全観光地に旅行者用トイレが普及し、国内外の

観光客の桂林に対するイメージを大きく改善する

に至ったのである。	

2014 年、李金早が国家旅遊局長に就任すると、

翌 2015 年初頭には、同局によって全国規模で旅行

者用トイレ革命が推進されることとなった。李金
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早は、旅行者用トイレは小さいながらも観光客の

一つの国、民族に対するイメージを決定づけるも

のであり、国と地方の総合的な実力を表し、また、

観光産業および観光事業のさらなる発展に直接関

係してくるものだと考えた［李金早	2015］。この

トイレ革命と文明的ツーリズムについて、2015 年

4 月 1 日、習近平は細部から着目し、現実的なこ

とから着手し、ツーリズムの品質をたえず向上さ

せるように、書面で指示した。国の指導者から指

示を受け、また政府の関連部署に主導されること

で、トイレ革命は歴史上はじめて国の文明化プロ

ジェクトの一環に位置づけられることになった。

2015 年から 2017 年にかけて、国家旅遊局が推進

するトイレ革命は全国に広がり、比較的短い間に、

各地方政府でもトイレ革命指導グループが設立さ

れた。国家旅遊局による『全国旅行者用トイレ革

命の実施に関する意見』も登場したが、これは『旅

行者用トイレの質と量の等級区分と評定』の基準

を改定した上で、「十分な数量、衛生的で文明的（清

潔かつ無臭であること）、利用無料、有効的な管理」

という具体的な要求を示すものだった。そして、

政府による指導、資金分配、基準設定などを通じ

て、2017 年までに全国で 3,300 ヶ所のトイレを新

設、2,400 ヶ所の既設トイレを改装、 終的に観

光地、観光路線、交通要所、観光地のレストラン

や娯楽施設、歩行者天国のトイレをすべて三ツ星

以上の基準を満たすようにする、とした［銭、沈	

2015］。2016 年 2 月 15 日、国家旅遊局は『2015 年

トイレ革命先駆的都市を表彰する決定』を公布し、

青島など 101 の都市（区）がそのトイレ革命への

積極的な取組を評価され、表彰された。目下、こ

の旅行者用トイレ革命は、観光地や観光路線から、

重点観光都市へと拡大の動きを見せており、さら

にグローバルツーリズムという概念に仲介される

かたちで、全国の基層へも広まりつつある。そし

て上から下へ向けて声高に叫ばれながら大きくう

ねる社会運動となったのである。	

	

４．田舎のトイレ改装をめぐる実践	

	

近代以降、中国で行われたトイレ改良運動は、民

国時代までその歴史を遡ることができる。当時注

目に値するものとして、平民教育協会及び一部大

学の知識人たちの努力以外にも、1930 年代に実践

された蒋介石主導による新生活運動を挙げること

ができるだろう。この新生活運動は伝統的な道徳

（「礼を尊び、儀を重んじ、清く正しく無欲で、恥

を知る」）と一般庶民の衣食住行を一体化させよう

とする試みであったが、時代の制約もあり、普通

の国民生活への影響はきわめて限定的だった。	

中華人民共和国建国後には、政府主導で国民の衛

生科学上の素養を向上し、国民の健康を保証しよ

うとする各種取組も行われた。これらは程度の差

こそあれ、その多くがトイレの改良と無関係では

なかった。1950 年代から 1970 年代にかけて登場

した愛国衛生運動や四害（ハエ、カ、スズメ、ネ

ズミ）撲滅運動、住血吸虫病根絶業務などがその

一例である。愛国衛生運動では二管五改という言

い方が登場したが、管は水道管と下水管を指し、

また改善の対象として井戸、トイレ、飼育柵、竈

及び環境の 5 項目が挙げられた。1990 年代には農

村部のトイレ改良が『中国児童発展計画アウトラ

イン』と中央政府『衛生改革と発展に関する決定』

に盛り込まれ、同時に衛生面を重点的に整備した

モデル地域（郷・鎮・県）の建設が行われたこと

で、農村にもトイレ革命の波が押し寄せるように

なった。2002 年、中国政府は『農村衛生業務の更

なる強化に関する決定』を公布し、引き続き上下

水道とトイレの改良を重点に衛生環境を整え、疾

病の予防・減少に勤め、文明村あるいは文明鎮の

建設を進めるように、農村地域へ要請を出した。

さらに 2009 年、政府は農村のトイレ改良を医療改

革の進展を後押しするための重要な公共衛生サー

ビス項目として位置づけた。翌年には農村のトイ

レ改良を中心とする「全国地方環境衛生清潔アク

ション」がスタートし、農村における衛生トイレ

普及率は飛躍的に向上した（２）。2004 年から 2013

年にかけて、中央政府は 82.7 億元の資金を農村の

トイレ改善に投入し、実際に 2,103 万戸の農家で

トイレの改装が行われた。2013 年末には農村の衛
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生トイレの普及率は 74.09%に達しており、『全国

城郷衛生清潔行動方案（2015～2020 年）』ではさ

らに 2015 年に 75％、2020 年に 85％という目標も

定められている。	

2014年 12月、習近平が視察で江蘇省を訪れた際、

トイレ問題の解決は、新農村建設の上で象徴的な

意味を有しており、その土地に即した下水道管網

の建設と農村汚水処理を進め、農民の生活の質を

向上し続けるべきと表明した。習近平は 2015 年 7

月 16 日に吉林省延辺朝鮮族州和龍市東城鎮光東

村で実施された農村視察においても、農業の現代

化が速度を増すに伴い、新農村建設においてもト

イレ革命を推進し、より多くの農民に衛生的なト

イレを使用してもらうべきとの見方を示している。

近年では、ほぼ毎日のように各地の農村で行われ

るトイレの改造（バイオガストイレの推奨、汲取

り式から水洗式への改装など）の様子が報道され

ている。	 	

江蘇省の農村トイレ改良は、全国的に典型的な事

例だといわれている。2005 年以前から、同省は「ト

イレ改善普及村」を試験的に建設し、その優れた

成果をもって全区の問題改善を促進してきた。

2006 年以降、トイレ改善に投入される資金も年を

追うごとに増え続け、2013 年には累計 56 億元に

達した。2013 年末までに、同省で衛生トイレへ改

装した農家は 822 万戸、その普及率は 56%から 94%

へ上昇し、そのうち無害化機能を備えた衛生トイ

レが 82%を占めた。また、トイレの改装に成功し

た江蘇省の農村では、2006 年以降、寄生虫が引き

起こす疾患の感染率及び消化器系伝染病の罹患率

が、それぞれ 51.8%と 36.7%にまで下がっている。

通常、トイレ改装事業は衛生・計画出産関連部署

や愛国衛生運動委員会事務局によって主導され、

これとは別に農林部署がメタンガス池の建設を、

また住宅建設部署が農家の無害化トイレの新設

（改設）を、それぞれ管理する。具体的には、村

内でトイレ改装のモデルケースを何軒かつくり、

集団見学を組織し、農家のトイレ改装への動機づ

けを行う一方で、同時に技術的なパンフレットを

無料配布し、トイレ改装に関わる技術者を養成す

るという方法がとられる。その汚水処理方法につ

いても、三格式、二坑交替漏斗式、バイオガス式

だけでなく、条件を備えている土地においては、

汚水の集中型処理が推奨されている。たとえば、

江蘇省南部の比較的人口が密集した村では、小型

生活汚水処理施設が一か所に集中して建設されて

おり、また、一部の大規模な非農業人口型の町で

は、郷鎮衛生院及びガソリンスタンド等に無害化

公衆トイレも設置されている。国の制定する定義

によれば、農村の一般家庭の衛生トイレとは壁、

屋根、扉及び窓に囲まれ、2 平方メートル以上の

面積があり、水洗式か乾式かは問わないが、糞便

の無害化処理を行うために地下にメタンガス池が

設置されていなければならない、とされる。全国

の各省、市、自治区では基準に満たない農村のト

イレを徹底的に改良することが求められており、

その改良の過程で、地方色豊かなバイオトイレの

様式が発展してきている。たとえば山東省の三通

メタンガス式、河南省のダブル穴交替漏斗式、遼

寧省の楼閣式、江蘇省の三格式などがそうである。

こうした様式は大同小異のものであり、その基本

的な機能はいずれも排泄物にその場で無害化処理

を行うことにある。中央政府と地方政府が力強く

主導し、資金を投入しているため、衛生トイレの

新設あるい改造に同意する農家は、資金と技術の

両面から援助が得られる。これにより、農村のト

イレ改造は比較的順調な進展を見せている。	

観光地と中規模以上の都市で行われる公衆トイ

レ改革は、いかに管理を強化し、投資を増加する

かが問題になるが、一方、農村のトイレ改造はつ

ねに農民が当然視する観念と行為の壁に直面して

いる。中でも もよく見うけられるのは、そんな

必要はない、というものである。トイレ改良が比

較的順調な地域というのは、経済的に恵まれ、生

活環境も整っている農村が多く、農民たちはトイ

レの改良を前向きに受け入れており、積極的に参

加あるいは協力している。そしてトイレ改良事業

もまた、農村環境を大きく改善し、人々の幸福感

を強めることに寄与している。一部の村では配偶

者選択の条件として、男性の家に衛生トイレがあ
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ることが挙げられ、仮になければ女性が縁談に応

じない傾向が強いという。しかしその一方で、決

して少なくない地域、特に比較的貧しく、辺鄙な

山間地区では、トイレ改良事業が順風満帆に進ん

でいるわけではない。農村のトイレ改良の難しさ

は、住居が分散しているがゆえに集中的かつ連続

的な効果が生まれにくいという点以外にも、「人な

し、金なし、観念なし」という言い方によく要約

されている［史林静	2015］。農村では過疎化が進

み、青・壮年層の労働人口は出稼ぎで村を空けて

いる場合が多いが、トイレ改造は土を動かす必要

があり、しかも技術などが求められる。したがっ

て、留守を守る老人たちは、これを先伸ばしにし

てしまう傾向がある。また、多くの農民が乾式ト

イレの改造に多くの費用を投じ、手間隙かける価

値はないと考えているが、これは観念上の問題で

ある［葛欣鵬	2015］。これとよく似た考え方とし

て、トイレは本来汚いものであり、排泄する場所

にそこまでこだわる必要はないというものもある。

また、水洗トイレは水道代がかかると頭を抱え、

毎年二回のバイオガストイレの清掃に適応できな

い、と感じる者も少なくない。	

	

５．発展、衛生および文明：トイレ革命を支え

るディスコース	

	

現下の中国人社会で実践されるトイレ革命は、相

関的でありながら性質の異なる以下のパーツから

構成されている。	

（１）都市化の過程における一般家庭の室内水洗

トイレの普及；	

（２）観光地でトイレサービスの質を向上する旅

行者用トイレ革命；	

（３）市政の公共施設として投資の増大と管理の

強化が求められる公衆トイレ革命；	

（４）乾式トイレの改良と無害化処理を施すバイ

オガストイレの建設を主体とする農村トイレ改造

運動；	

（５）いまだ完全に実現していない、政府機関や

企業、公共サービス施設のトイレの一般開放等。	

異なるパーツのトイレ革命にはそれぞれの特徴

があるが、一方で、中国人社会のトイレ革命をめ

ぐる言説をみると、同一の、あるいはきわめて似

通った記述が用いられている。まず発展という言

説だが、これは社会経済の発展の延長上で、トイ

レ革命を理解し、またそれを位置づける。たとえ

ば、農村トイレ改良の目標値として、2020 年まで

に集中型給水人口比と衛生トイレの普及率がそれ

ぞれ 85％以上と設定されている。これは国内の政

治的言説の中で、「2020 年全体的な小康社会の実

現」という大きな目標の一部を構成する。また、

「2015年までに人間と排泄物を衛生的に隔離する

施設の普及率を地球規模で 75%まで引き上げる」

という国連のミレニアム開発目標も参照、引用し

ている。この方面において、中国が国際社会の足

を引っ張るわけにはいかないのである。国連プロ

ジェクトとその理念の助けを借りて、中国の農村

トイレ改良を実践するというのは、非常に合理的

である。中国にしてみれば、発展に関連する諸理

念を、欧米諸国から直接借りてくるよりも、国連

の関連システムを通じて導入するほうが、より意

にかなっているからである。実際、中国農村部の

トイレ改良に国内の愛国衛生運動の足跡を見出す

ことができるが、同時に、国連児童基金が提唱す

るグローバルなトイレ革命に積極的に応えたこと

もその背景になっている。中国政府が欧米諸国と

人権等の議題をめぐって紛糾を生じる際、発展の

権利は人権の も根幹的な内容と目されるため、

中国はこの発展という問題に触れる時、喜んで国

連に協力的な態度をとるのである。	

それだけでない。トイレ革命は同時に国内の重大

な発展問題の一つでもある。長年にわたり、中国

は都市・農村間の巨大な発展格差に直面し続けて

きた。この都市・農村間格差はトイレ環境の上で

も顕著に、直観可能な形で表現されるため、農

村トイレ改良を急ぎ、農村部の衛生状況を徹底的

に変えることが、都市との格差を縮めることにつ

ながるのである。また、農民の生活の質の改善や、

彼らの幸福度指数の向上等にとっても重要である

ことはいうまでもない。「小康か小康でないか、ト
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イレがそのバロメーター」という言い回しもある

ように、ここ数十年来、農村の発展は目覚しいが、

トイレ改良は全体的小康社会の 低ラインをさら

に引き上げる重要な措置である。農村トイレ革命

は、農村のマチ（城・鎮）化において避けては通

れぬ道であり、トイレ改良の成功があってはじめ

て、農民は都市部の人々と同じように尊厳ある、

体裁のよい生活を送れるようになるのである。	

中国のトイレ革命をめぐる二つ目の言説として、

衛生化学の言説がある。農村部では特に、人と家

畜の排泄物に対する不十分な管理によってもたら

された衛生問題が、改革の 大の理由とされてい

る。長年、農村部で発生した約 8 割の伝染病が、

トイレの糞便による汚染と飲用水の不衛生に起因

している。トイレの憂慮される状況が続き、人と

家畜の排泄物をうまく管理でないために、このよ

うな状況が根本的に改善されることはなかった。

中国の一般的な農村には、病理学や細菌学、防疫

科学、流行病学といった衛生科学の基本知識はい

まだじゅうぶんに浸透していない。「少々汚いもの

を食べているほうが病気にかかりにくい」、「汚れ

が目に見えなければ綺麗」といった日常生活の理

念を信じて疑わない農民が、いぜんとして多数を

占めているのである。21 世紀初頭までに、農村の

トイレ改良運動は大きな進展を遂げたが、引き続

き農村で衛生知識の普及を図る必要がある。ここ

で指摘しておかなければならないのは、トイレ改

良運動の衛生に関する言説は、突然出現したもの

ではない、という点である。それは、中国の基層

人口衛生防疫システムの上で長年使用されてきた

業務用語でもある。	

都市部と農村部、両方のトイレ革命で用いられる

言説が文明である。公共メディアと政府が用いる

基本的な言説として、トイレ革命は国家の文明プ

ロジェクトと称され、その目的は中国のトイレ文

明の基準を引き上げることにあるとされる。また、

これと関連する通俗的な表現にも、「物質文明は台

所で分かる、精神文明はトイレで分かる」という

ものがある。多くの男性トイレの便器上部によく

書かれている「前に踏み出す小さな一歩、それは

文明への大きな一歩」という標語も意味は同じで

ある。政府の基本的な記述においては、新華社の

報道に見られるように、「トイレは人類文明を推し

量る尺度である」という世界トイレ組織の発起人

の観点が引用される。トイレは小さいながらも、

全世界共通の嗅覚言語及び視覚言語なのであり、

異なる文明を結ぶ 短の直線であり、文明の進化

過程を表現するのである［銭春弦	2015］。文明を

めぐる言説には、これらを国家と民族レベルで強

調するもの、そして個人的なレベルにおいて強調

するものとがある。前者はトイレを国家の文明程

度を示すシンボルと見なしており、一部のメディ

アではトイレ文明が欠如した国が世界文明の列に

加わることは難しい、とまで言われている。また

後者は、トイレ文明を公民の素養の問題として記

述する。トイレの良し悪しは国家イメージに係る

だけでなく、国民の文明的な素養を表すと考える

のである。また、中国では、公的メディアと政府

の言説が、自国民に誇りを抱かせるようなもう一

つの文明を記述する。たとえば中国は古代文明国

家であり、数千年の文明史が途切れたことはなく、

中華民族は全人類に大きく貢献した、といった具

合である。だが、オリンピックや世界博覧会など、

国際社会に向けて国家イメージを表出しなければ

ならない場合、文明をめぐるこうした言説は、時

に矛盾を招く結果となる。	

上述の基本的な言説以外にも、トイレ革命は現代

国家の市民社会の公共性の問題とも密接に関係し

ている。市政業務体系の一部を成す都市トイレと

下水道処理は、往々にして社会公共システムの基

幹となる部分でもある。都市の標準化された公衆

トイレとは、市民の需要に応えるものでなければ

ならない。こうしたトイレ文明は明らかに個人が

単独で構築できるものではない。そもそもトイレ

問題は 初から個人レベルの問題ではなく、政府

と社会公共システムがその解決の義務を負ってい

る。政府は市民の用足しが文明的でないと文句を

言うよりも、自らの供給側、管理側としての基本

的責務を検討し直すべきだろう。中国において、

トイレ問題は実際にはより複雑で、深刻な社会構
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造的問題なのであり、このことは都市・農村格差

以外にも、昨今指摘されつつある内部トイレ（関

係者用トイレ）によく示されている。1994 年、上

海市は他所に先駆けて、沿道の企業にトイレを一

般開放するよう通知したが、一方の南京市では

近ですら、民生局事務所のビル内で手続きに来た

市民がトイレの使用を拒否されるという事例が報

告されている［中国広播網	2014］。遺憾なことに、

これはけっして稀な事例でない。したがって、各

地のトイレ革命には内部トイレの市民への開放を

促す内容がしばしば含まれている。公共性の欠如

した内部トイレの存在は、中国人社会の多層構造

が内と外を区分、隔離する論理によって顕在化さ

れることを示唆するのである。	

	

注	

（1）当時、筆者も当該科研に参加していたことがあ

る。	

（2）衛生トイレ（衛生厠所）とは、水洗式トイレ、

し尿分離型エコトイレ、漏斗式トイレ、ダブル穴

交替式トイレや楼閣式堆肥トイレ等の総称であ

る。――訳者注	
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［要旨］ 

ドイツ語圏民俗学の日常学化をめぐって 
～その経緯と意義～ 

 
及川 祥平／クリスチャン・ゲーラット 

	

	

近年の日本におけるドイツ語圏民俗学への関心は、「日常」（Alltag）というコンセプトに向けられて

いる。その背景には、民俗学者が自身の「いま・ここ」を対象化しかねているという課題意識がある。

本発表では、ドイツ語圏における「日常学」化の経緯の一端を報告し、日本の民俗学が「日常学」化す

る場合、どのような議論を構想し得るか、私見を述べる。	

すでに指摘されているように、「日常」概念はドイツ語圏民俗学独自のものではなく、ファルケンシュ

タイン年会以降、学の改革が志向されるなかで受容されたものである。ただし、ドイツ語圏では、民俗

学はあらかじめ「日常」への志向性を備えており、むしろ、学史の経過が民俗学を「日常」から乖離さ

せてしまったという自己理解がある。そして、「日常」は多様な民俗学的研究を統合し、かつ隣接分野と

の再接続を可能ならしめる「かすがい」として関心を集めた。	

そのようなドイツ語圏民俗学から、本発表ではコンラート・ケストゥリン（Konrad	Köstlin）の議論

にフォーカスする。ケストゥリンは、「日常」の特徴を認識困難性とした上で、「当たり前性

（selbstverstandlichkeit）」の消滅を民俗学の基礎的立脚点として位置付ける。伝統的な民俗学は、「当

たり前性」を失った文化の分析に取り組んできた。研究対象は、消滅や衰退、解体のプロセスにあり、

したがって社会の中で可視化されており、それは民俗文化や歴史的共同体と呼ばれつつ、時にはノスタ

ルジーの対象とされ、または地域的「特色」が見出され、場合によっては消費の対象や国や地域のシン

ボルとされる。一方、現代社会は社会・文化の変化する速さが著しく、また断片化・多様化しているが

ために、物事の「当たり前性」が消失しやすい。民俗学を「当たり前性」の喪失に依拠してきた学問で

あると捉え返せば、あらゆる文化が「当たり前性」を容易に失う現代社会は、これ以上ない豊かなフィ

ールドと言い得る。	

そのような日常学としての再定位を日本で構想する上では、民俗学の伝統である「自文化」への視点

を、方法として錬成する作業が課題となるだろう。	
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日常概念の中国問題 
 

戸 暁輝  
翻訳：西村 真志葉 

	

	

近年、中国では日常という概念が異なる分野か

ら注目を浴びている。多くの場合、国外の日常概

念をそのまま中国へ持ち込んで中国人の日常生活

研究に用いているが、こうした研究は中国人の日

常生活に生じた新たな変化を指し示してくれはす

るものの、 も根源的な中国固有の問題には言及

していないのが実情である。一方、中国民俗学は

ドイツ民俗学の日常概念を簡単に導入するのでは

なく、まずその理論的前提と実践的条件に内省を

加えた上で、日常概念を通じて、中国特有の問題

に光を当てている。	

ドイツ民俗学のヘルマン・バウジンガーは次の

ように考える。「日常生活は私たちが何ら省みるこ

となく活動する空間であり、私たちは夢の中で歩

くようにその道を歩き、何の不自由もなく直接そ

の意味と状況を理解する。人々はここでやりたい

ことを行うが、その行為は自然であるという特徴

を備えている。ここでは行為の意味に関する見方

が、暗黙の了解で他者と共有される」[Bausinger	

1996：33、戸暁輝	2010：346]。	また、テュービ

ンゲン学派の日常（Alltag）という概念は、主と

してシュッツ等の知識社会学的な意味における

（即ち主体間で常識を共有する）経験的次元を指

すのではなく、ルフェーヴルの理論に基づいて平

淡で味気ない日常生活を指すと考える者もいる。

その核心を占めるのは歴史の客観的構造ではなく、

日常生活に対する個人の主観的感受性とミクロな

体験だと考えるのである[Szymanska	2008：80]。

もちろん、中国にもいぜんとして日常性と直接性

の両側面から生活世界を理解し、次のように考え

る民俗学者もいる。「ヘルマン・バウジンガー、ヴ

ォルフガング・カシューバのもとで生活世界は哲

学的な意味を持たない。（略）彼らが言うところの

生活世界とは、我々中国人が理解している現象レ

ベルの現下の日常生活のことである」[王杰文

2013]。しかし、ドイツの民俗学者が歩みを止めた

場所こそ、まさに中国民俗学者が歩み始めるべき

起点だと筆者は考える。少なくとも、彼らが日常

概念の実践的条件をもはや省みなくなった時、中

国民俗学者はこうした実践条件について考え、そ

れを確立し、そして実現すべきだろう。	 	

おそらくは同じ理由からであろう、1994 年、若

手民俗学者であった高丙中はドイツ民俗学から直

接日常概念を導入するのではなく、その主要な出

所の一つであるフッサールの生活世界概念まで立

ち戻った。そして、「民俗学が 初にこの世で独立

した学問として身を立てようとした時、与えられ

た世界は専門家現象の外にある世界、つまりフッ

サールが言うところの生活世界」であり、「生活世

界という完全な概念を手に入れた今、民俗学の対

象領域は二度とバラバラに見えることはないだろ

う」と考えたのである[高丙中	1994：127、138]。

ただ遺憾なことに、その後十数年にわたり、中国

人民俗学者の多くは経験的・実証的な立場から高

丙中の思想を理解し続けたがために、民俗事象の

静態的研究から動態的研究へと転向してゆくばか

りで、理論的な思索を継続する者は少なかった。

2006 年に至って、ようやく呂微がさらに踏み込ん

で、フッサールの生活世界の主な意味は、人間の

科学世界に先行し、科学世界の前提と基礎となる

未分化の、主観的かつ相対的な、日常意見的（直

観経験的）な周辺世界と観念世界だと指摘した。

また呂微は、性質世界と意味世界を区別するため

に、生活世界を先験的自我の純粋意識によって構

成され、日常生活世界よりも根幹的な原始的生活

世界であると理解した[呂微	2006]。2008 年には
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筆者も『民俗と生活世界』と題した論考の中で、

生活世界は日常生活とは異なり、日常生活に先験

的な基礎を与えるものだと述べた。そして、民俗

学は生活世界を描写する科学として、経験的・実

証的な意味における客観的科学ではなく、あくま

で超越的科学あるいは超越論的科学であるべきだ

と主張した[戸暁輝	2008]。また、民俗学における

生活世界を日常的生活世界と原始的生活世界に区

分して捉えようとする学者もいる[丁陽華、韓雷	

2008]。	

こうした思索は多少の議論を引き起こしたもの

の[張翠霞	2011；邵卉芳 2012；王傑文 2014]、多

くの中国人民俗学者は、なぜ筆者たちがこのよう

な区分を設け、なぜ日常概念の実践的条件とその

理論的基盤についてこうも強調しなければならな

いのか、理解してはいなかった。筆者たちが思索

を続ける根本的かつ客観的な理由、それはドイツ

ではすでに完備しているがゆえに取りだてて議論

する必要もないこの実践的条件が、中国の日常に

は欠落している、という点にある。中国で民俗学

研究を行う際、地味で人目を引かない日常性に着

目するだけでは、日常生活が研究に値することを

十分に理由付けできない。また、未研究の日常生

活事象を取り上げて空白を埋めても、たとえ他の

研究者に見えないものを見たとしても、学術的に

大きな価値があるとは限らない。さらに言えば、

日常という概念がドイツから中国へやってくる際

に、そのコンテクストは根本的に変化している。

概念の導入が簡単な移植で終われば、根源的な中

国固有の問題は覆い隠されてしまうだろう。	

以下、この点を詳しく説明しよう。	

（１）まず、現実において、中国とドイツ語圏

諸国には根本的な差異が存在する。ドイツ語圏諸

国の日常はおおよそ法的制度により客観的に保障

されており、その国の民俗学者は日常の実践的条

件について議論せずとも、直接日常という概念を

用いて日常生活にミクロな描写を行うことができ

る。しかし中国では、現行の制度や生活形式の保

障、さらには人権、民主、平等、法治といった現

代で公認される価値観についての共有知識が、い

ぜん完全に制度化されていない。だからこそ、日

常がむしろ常に非ずというのが中国の常態なので

あり、私たちの日常を正常化し、正当化し、また

合理化することがこれほどまでに難しいのだ。中

国人の日常が主観的な感受性やミクロな体験に乏

しいというわけではない。ただ、その性質が根本

的にドイツ語圏諸国と大きく違うのである。言い

換えれば、中国の日常にはドイツ語圏諸国のよう

な実践的条件や制度的保障が欠如している。あち

らの学者が日常の主観的な感受性やミクロな体験

をいかに繊細に、十分に表現するか考えている時、

中国の普通の人々はといえば、彼らの本来有して

いる常識や公平性、正義に関する感覚が日常生活

のなかで普遍的に認められることは少ないし、そ

れを公に表現することも難しいのである。また、

ドイツ語圏諸国の研究者がアクセル・ホネットの

ようにすでに「法定自由の病理」について議論し

ている時[霍耐特 2013：138—151]、我々中国人民

俗学者はいぜんとしてこうした自由を勝ち取るた

めに尽力しなければならない。そしてこの時、何

よりも先に、まず理性的な常識が公認されるため

に奮闘する必要がある。このような実践条件がな

ければ、日常生活は正常に営まれない、いつどこ

で非常へ変ってもおかしくはないのだ。 大の中

国問題は、こうした実践のための前提が欠落して

いることである。私たちはこの実践的前提を、中

国の現実へと変えてゆかなければならない。これ

によりようやく中国の日常は正常であり続けるこ

とができ、非常へ転落するに至らずに済むのだ。	

（２）ドイツ語圏諸国の日常は制度的な前提に

よって保障されているために、学者は日常の目的

条件について議論しなくとも直接課題へ向かうこ

とができるわけだが、しかしこのことは却って彼

らの理論に不徹底さをもたらしている。言い換え

れば、生活世界と日常の哲学的意味を放棄したの

は彼らの長所ではない、それはむしろ欠点なので

ある。我々はこの不足を補いたいと考える。とい

うのも、日常生活と生活世界を区別する理論が、

以下のような理由から必要とされるためである。	
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生活世界は我々が経験的な日常世界を理解する

ために考え出した、経験に先行する純粋な観念の

世界である。私たちが現実世界を理解するための

基準あるいは前提であり、コミュニケーションの

主体の生活世界について議論するということは、

普通の人々の日常生活が何をもって当たり前とさ

れるのか論証しているのに等しい。……普通の

人々、庶民の日常生活はなぜ当たり前なのか、そ

れは普通の人々、庶民自身が、経験的な実践に先

行して、自由や平等の理念を自らの日常生活に取

り込んでいるからである（たとえそれが無自覚で

あったとしても）。これにより、普通の人、庶民の

日常生活に差異が表出されるのだ[呂微 2013]。	

	

私たちはまず、「普通の人々、庶民が、経験的な

実践に先行して、自由や平等の理念を自らの日常

生活に取り込んでいる」という事実を受け入れ、

認識しなければならない。そして、「自由や平等の

理念」を日常生活的実践の法則、政治秩序の目的

条件として、位置づけなければならない。さらに、

人間を手段と見なすだけでなく、同時に、人間を

目的と見なし続けなければならない。そうするこ

とによってのみ、一人ひとりが生活のかたちを選

択する自由と権利は客観的な制度に保障され、ま

た、民俗の民を生活世界を構築する能力を有した

平等な主体として位置づけるための理論的条件を

創造することが可能となるのである。そこではじ

めて、中国の日常も十分かつ正当な当然性を有す

ることができるので、これがかなわなければ、今

後もさまざまな理由付けや言い訳に縛られ続けて

しまうことだろう。	

（３）高丙中は生活世界という概念を通じて民

俗に経験的な総体性を付与できると考えたが、こ

の考えを元に、筆者は呂微とともに、さらに先験

的な総体性を加えようと試みた。というのも、人

間が実践する際の主観的志向性と主観的目的性は、

経験からもたらされるのではなく、先験的に生じ

るためである。「この時、超越論的な思索の地平を

持ち込むことが必要だ。それは必要であるばかり

か、必須であり、ひいては必然的ですらある」。し

たがって、「こうした経験と先験という異なる視座

を含む総体的研究を通じてのみ」、「日常生活の当

たり前ははじめて確立されるのである」[呂微

2013]。	

（４）我々は政治的な立場から中国の日常が容

認され、受け入れられることのみで満足するわけ

にはいかない（これもすでに容易ではないが）。中

国の日常を哲学的に論証したいのである。「我々は

日常生活の当然性に一理加えなければならない。

この理ができてこそ、我々の伝統民俗、無形文化

遺産は真に理にかなったものになり、伝統や民俗

に対する偏見を根底から正すことができる」ので

ある。しかし、この理は「わずかな知識エリート

の前衛的思想の天才的なひらめきではない」。それ

は、「このディシプリンの対象がそもそも内包する

ものであり、このディシプリンが対象とする普通

の人々、庶民の主観的意識の内にある。研究者の

学術業務は、ただディシプリンの先験的理念を通

じて、彼らの先天的観念を意識的に顕在化するこ

とのみである」[呂微 2013]。言い換えれば、民俗

学が研究する民衆は、日常生活において実際そう

である様（実然）とすでにそうであった様（已然）

だけでなく、そうであるべき様（応然）と、そう

ありうる様（可然）をも見ることができるのであ

る。これは「日常生活に存在する、 も普遍的で、

庶民が も注目し、大衆が もリアルにさまざま

な体験をする公正性の問題」でもある［徐暁海

2005：83］。かりに経験的・実証的なパラダイムに

視野を制限すれば、民俗学者は逆にこうしたこと

を実現するのが難しくなってしまう。	

したがって、生活世界と日常概念の実践的条件

に還元を試みることは、単に筆者たちの主観的な

趣味というだけではなく、中国の現実にとって

も緊迫した客観的な需要なのである。また、理論

上その必要性が求められてもいる。そのため、私

たちは実践民俗学という一つの学術パラダイムを

提起したのだ。中国のような社会において、実践

民俗学がまず力を注ぐべきは、日常生活を正常な

状態へ戻し、異端とされる常識を二度と常に非ず

といった状況へ陥らせないこと、また理を語れな
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い者に語ることを覚えさせ、理性が欠落したある

いは非理性的な生活習慣を理性へ立ち戻らせるこ

と、日常の理性化と合理化を促し、すべての人間

が自らの理性をもって主体的な言動をとることを

許すこと、そしてまず何よりも先に民衆を真の意

味で人間とならしめ、また日常生活の主体となら

しめることである。この他にも、実践民俗学は学

理の上からこうした素朴な理性感情について普及

化、明晰化及び純粋化を図り、それらを実践的理

性の意味における普遍的な共有知識、実践法則と

位置づけ、理性的常識の正当化・制度化された実

践を促さなければならない。	

こうした方面において、実践民俗学は日常を政

治的実践の主な場と見なしてはいるものの、ドイ

ツ語圏諸国の学者とは一線を画している。オース

トリアの民俗学者ブリギッタ・シュミット‐ラウ

バーは、理解のまなざしとミクロ分析の手法によ

って現在と過去の日常世界を照らし出し、深層的

な描写を試みることがヨーロッパ民族学／人類学

（即ち昔の民俗学）の特殊能力だとし、その革新

的な任務は、日常を社会発展の協議の場

（ Verhandlungsort	 gesellschaftlicher	

Prozesse ） と す る こ と に あ る と し た

[Schmidt-Lauber	2010：56-57]。ドイツのミカエ

ラ・フェンスケは論文集『政治としての日常―日

常の中の政治―』を出版しているが、その序論で

同書のタイトルがヨーロッパ民族学の 3 つの関心

事を反映するものだと述べている。まずは日常を

慣れ親しんだ、ありふれた、当たり前なものと見

なすこと、次に日常を政治交渉過程の競技場（eine	

Arena	politischer	Aushandlungsprozesse）と見

なすこと、そして生活世界の情景へのミクロ研究

を通じて、ヨーロッパ民族学がそのディシプリン

の知識を以って積極的に現下の政治に参与し、そ

れを創り出すという点を表明することである

[Fenske2010：9]。だが筆者は、実践民俗学が日常

の政治に研究を行う際、その重点は権力闘争とい

う行為の事実にあるのではなく、この行為的事実

の目的条件にあると考えている。なぜなら実践で

は、つねに目的条件が先行し、その後、行為の事

実と行為の結果が生じるものだからだ。そもそも

日常生活的実践とは、民衆がそうあるべき様（応

然）とそうありうる様（可然）に基づいて、実現

し、実践するそうある様（実然）とそうであった

様（已然）のことである。実践民俗学の意味にお

ける実践とは、一般的な意味における実践と同義

ではない。無論、漠然と語られる活動と同義でも

ない。それは実践理性的規範の意味における実践、

つまり、実践理性の目的論的立場から行われる実

践であり、実践理性に関する共有知識が中国で制

度的に実践されるよう促すものである。これによ

りはじめて中国の日常は正常であることが可能と

なる。そして実践民俗学もまた、表面的な描写や

痒いところに手が届かないような、重大な問題を

避けるような描写を減らし、民俗学が中国という

国で担うべき使命を担うこともできるようになる

のである。岩本教授が指摘するとおり、民俗学は

そもそも「民俗を対象とするのではなく、民俗を

通じて研究する」のであり[岩本 2008]、ドイツ語

の Volkskunde も本来は普通の人々の日常生活を

研究する「民学」を意味している[畢、岩本	2016]。

実際に中国でも、1930 年代には江紹原と樊縯によ

って folklore は民学と訳されてもいる[江紹原

1932；戸暁輝 2004：	132-133]。実践民俗学の日

常研究はちょうどこの民学の源義へ立ち戻り、そ

れを現代の実践科学の新たな段階と次元にまで引

き上げ、「旧パラダイム下における文化的遺民を新

パラダイム下の文化的公民へ変える、この転換を

完成させることこそが、現下の中国民俗学という

学問なのである」[高丙中 2015]。	

実践民俗学が見つめる日常概念は、生活世界を

土台にする日常である。そしてその日常の中に見

出だすのは完全な人間、つまり実践理性的目的を

有し、しかも目的条件として公正、正義、自由及

び尊厳を必要とする人間である。実践民俗学の日

常研究と諸ディシプリンの日常研究の 大の相違

点はここにあるのだろう。こうしてみると、実践

をめぐる問題が生じる日常と日常の中に生じる実

践をめぐる問題、これこそ実践民俗学が中国とい

う国でまず着目し、なおかつ優先的に考慮しなけ
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ればならない中国固有の問題であるといえるだろ

う。	
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［要旨］ 

日常の語りと世間話 
レーマンの『経験について語ること―語りの文化学的意識分析』を中心として 

 
法橋 量 

	

	

＜日常＞の概念がドイツ民俗学における鍵概念として議論の中心に据えられた1970年代から説話

研究（語り研究）においても、ヘルマン・バウジンガーによって「日常の語り Alltägliches	Erzählen」

という新たな研究領域が開かれた。この「日常の語り」は、日本における「世間話」と対応するジ

ャンルとみなされているが、実際は、昔話、伝説などの伝統的説話ジャンルの延長線上に付け加え

られたジャンルというより、日常におけるコミュニケーションの営みとして現れる語りの諸様式を

意味しており、「日常の語り」研究は、社会文化的行為としての「語る」行為そのもの研究といって

いい。	

このような「日常の語り」研究を、具体的な「語り」を資料化し分析を加えてきたのが、アルブ

レヒト・レーマンである。レーマンは、主にいわゆるライフヒストリーを分析の対象としてきたが、

従来の説話研究あるいは歴史学的ライフヒストリー研究で重視されてきた「語り」の内容というよ

りも、むしろその形式性と機能に注目している。実際のコミュニケーションの場において語り手が

適切に内容を伝えるために用いられる形式、また語りを行為としてみたとき、語り手および聞き手

の関係性の上で成り立つ語りの機能を分析していくプロセスこそが、レーマンのいう意識分析にほ

かならない。	

本発表では、レーマンのそれまでの語り研究の理論的集大成ともいえる著作『経験について語る

こと―語りの文化学的意識分析』における議論に即して、「日常の語り」研究から「語りの日常」へ

の転回を経て、語りの意識分析研究へと向かう道筋をたどってみたい。また同書のタイトルにもあ

るように、「日常の語り」の も本質的な特徴の一つである「体験について語る」という行為におけ

る「体験」の概念、さらに語りの場における雰囲気（Atmosphäre）等の注目される鍵概念について

考察し、レーマンの「語り研究」の「日常学」としての可能性をみてゆきたい。	
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［要旨］ 

社会変動・生世界・民俗 
 

島村 恭則 
	

	

民俗学とは、18・19 世紀の対啓蒙主義、対覇権主義の社会的文脈の中、ドイツで形成され、その

後、世界各地に拡散し、それぞれの地において独自に発展したディシプリンで、覇権、普遍、中心、

主流とされる社会的位相とは異なる次元で展開する人間の生を、前者と後者の関係性を含めて内在

的に理解することにより、前者の基準によって形成された知識体系を相対化し、超克する知見を生

み出す学問である。	

	 民俗学は、日本においては主として柳田國男のリードのもとに体系化と組織化が進められたが、

それには、世界民俗学史的にみたとき、以下のような特徴を指摘できる。すなわち、柳田が主導し

た民俗学は、単なる民間伝承研究をめざしたものではなく、人びとの生世界（Lebenswelt,	

life-world）、とりわけそこで生み出され、生きられてきた言葉、芸術、情動、信仰、人と自然のか

かわり、女性の日常、子どもたちの文化的創造性といった人文的な要素が、社会の構造的変動の中

でどのように変化しているのか、あるいは、社会の構造的変動の中で、それらのうち捨て去るべき

ものは何で、残すべきものは何か、また新たに取り入れるべきものはどのようなものかを問うもの

であり、また残すべきものと新たに取り入れるべきものとをどのように組み合わせて未来に向かっ

てゆくべきか、を考えるものであった点、そして、このような一連の考察は、生活当事者自身によ

って行なわれるべきものだとされていた点である。	

本報告では、民俗（the	Vernacular）を「生世界において生み出され、生きられた経験・知識・

表現」と定義する。そしてその上で、「社会の構造的な変動の中で、民俗のあり方はいかに変化した

か、また、人はいかなる民俗を生み出し、生きることによって構造変動に対応すべきか、を生活当

事者と研究者との協働によって内在的に考察することで、人びとの生世界をより良いものにするた

めの知を生み出すこと」を現代民俗学の重要な課題として提示したい。	
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日常とローカリティ 
 

丁 秀珍 
翻訳：中村 和代 

	

	

１．	はじめに	

	

	 本シンポジウムの「変化する日常をどう捉え、

いかに記録するのか」という課題に、私は「空間

とローカル、ローカリティ」への昨今の学術的関

心とその過程で展開された議論に注目し、そこか

ら民俗学につながる方法を見出してみようと思う。

正直なところ、このテーマはそれまでの私の研究

と距離があるため、私の観点はまだ初歩的な段階

に留まっている。しかし、それでも私がこのテー

マを取り上げたいのは、これまで民俗学が追究し

てきた研究方法とある種の関連性を感じるからで

ある。	

	 柳田國男は、民俗が中心地から波紋が広がるよ

うに周辺に伝播する同心円状の様相を理論化した。

ソジャ(E.	Soja)もまた、1920 年代に米国の都市

生態学(urban	ecology)学派が、都市の空間的因果

関係を説くために、同心円理論を空間分析の主な

方法論として活用したことを伝えている[E.	Soja	

2015:	286~287]。また、産業化時代の大衆媒体の

影響力に注目したバウジンガー(H.	Bausinger)は、

民俗が大衆媒体を通じ、時間や空間、階層の境界

を自由に超え移動する様相を、民俗学の主要な研

究対象として置くべきであると説いていた[H.	

Bausinger	1990]。これらの事例からも、空間への

関心、そして空間分析を通して生まれる可能性へ

の認識は、予てから民俗学の方法論の中に胚胎さ

れていたと判断できる。したがって、本発表では、

これまでの隣接学問の空間に関する議論を概括し、

そこから民俗学の特徴を活かした日常研究の方法

を模索する。	

	

２．	日常研究についてのパラダイム	

	

	 社会学において日常への問いに本格的に取り組

みはじめたのは、1960 年末から 1970 年に至る時

期である。当時日常という対象への学術的関心は、

社会学に限られたものではなく、哲学、政治学、

歴史学、心理学など、多様な分野に広がっており、

研究の急増につながった。しかし、それらは各分

野それぞれが持つ伝統的な理論の中で展開された

ため、背景論理やパラダイムといった包括的な理

解までには至らなかった。それでも継続して多様

な学術分野で「日常」という対象に関心が向けら

れたのは、それまで支配的であった既存の方法論

の限界を指摘する批判的省察の流れとともに、既

存の方法論では捉えることのできない新しい社会

現象が急浮上したからだと考える。	

	 姜水澤
カンステク

によると、多様な学術分野で急増した日

常研究には、緩やかではあるが次のような共有さ

れた観点があるという。	

	 一、経済や政治など、特定の領域の論理で社会

全体を説明しようとするのではなく、総体的な生

活論理の観点で生活の主体である人間に注目する。

つまり、日常は経済、政治など既存の社会構造、

あるいは「体系」と呼ばれる領域の周辺や残余部

分に領域として存在するのではなく、全ての社会

活動の も中心的な領域として想定される。また、

日常様々な暮らしの領域、例えば労働、余暇、家

庭、その他社会的関係の諸領域は、それぞれが分

離されているのではなく、内的世界では密接につ

ながりあう総体的な単位として想定される。	

	 二、英雄や専門家ではない、普通の人々の日常

生活に関心を寄せ、普通の人々が見せる常識的知

識や日常的実践の意味に注目する。つまり上から

導入される支配的論理ではなく、下から生産され
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る実践的論理に焦点を置く。また外側から観察す

る者ではなく、内側で参与する者となり、参与し

ている自らの目を通して日常世界を把握するので、

外側からただ眺める観察者の理論や概念ではない、

生活主体の経験世界、主観的な意味、実践的な行

為が土台となる日常世界の再構成を起こし、捉え

ようとする。要するに、「下から(von	unten)」、そ

して「内から(von	innen)」の観点に立つ。	

	 三、生活主体の経験と思考を、静態、主観的に

把握するのではなく、動態、脈絡的に把握する。

このような観点は、個人と社会、主観と客観の二

分法的対立を克服し、人間を、時間的、空間的、

社会的な関係の中で絡み合っている存在として見

る。	

	 四、それぞれが学術領域の境界を越え、哲学、

心理学、社会学、歴史学、政治学、経済学、民俗

学、文学など関連する学問の学際的研究が必要で

あることも強調している。さらには、抽象的な理

論構成と経験的研究の硬化した関係を批判し、双

方の結合、特に経験を基にした理論構成の重要性

を強調している[姜水澤	1998:	25~27]。	

	 これら観点の共有は、前述の日常を対象とした

多様な研究が、既存の社会科学の方法論とどのよ

うな差別化が図られているのかを明確に表してい

る。しかし、そのためにそれらの研究が批判に直

面してきたことも事実である。例えば、既存の構

造に対する研究を主観的な経験で代替しようとす

る傾向、全体社会への俯瞰を欠如したまま微視的

研究にだけ集中しようとする傾向、ひいては概念

的分析を忌避し反分析的態度に留まる傾向などに

対する批判が挙げられている[J.	Kocka,	1987	:	

23~30]。	

	 もちろん、全体社会の構造や変動を独立変数と

して扱う因果論的説明方式を、日常研究にそのま

ま適用するのは、それ自体が問題であるだけでな

く、日常研究の目的や意義にもそぐわない。しか

し、巨視的な社会構造や社会変動は個人の日常を

可能にする社会的、歴史的環境であり、だからこ

そ、それらは個人よりも先に存在するということ

を看過してはならない。実際、この問題は従来の

村落社会のように、予てから比較的小さな共同体

で維持されてきた慣行の調査、研究を重ねた民俗

学が、特に警戒しなければならない事案と考える。	

	 ならば、前述のような観点が共有された状態で、

批判されるいくつかの傾向を克服できる方法は何

だろうか。そこには多角的な視点からの問いと深

い討論が必要となる。その本格的な討論に進むた

めの方法の一つとして、日常という対象への関心

とともに向けられた、空間とローカル、ローカリ

ティについての学術的な関心に注目してみる。	

	

３．日常と空間	

	

	 前述で取り上げたように、「日常世界の内的存

在」として、人間は時間的、空間的、社会的な関

係の中で絡み合っている。したがって、人間が衣

食住を解決し社会的な暮らしを続けていく日常生

活の世界は、時間と空間、行為と構造が、その基

本要素として内在している。言い直せば、「日常生

活の世界とは、特定の時空間に沿って、その時空

間の中で日々の行為を通じ形成される実態であ

る」[金王培	1995:	61]。つまり、時空間は人間の

経験を組織する単純で形式的な仕切りに過ぎない

のではなく、日常的な行為を実現している実存的

基盤であり、日常生活を可能にする基本条件でも

ある。	

	 しかし、このような本質的な特性にもかかわら

ず、空間は、時間を対象とする扱われ方とは違い、

既存の社会科学分野において取り立てて注目され

る対象ではなかった。グンブレヒト(H.	 U.	

Gumbrecht)は、その理由を社会科学、特に啓蒙主

義と近代性の産物として登場した社会学が観念論

的哲学から思想的な刺激を受けてきた流れの中で

捉えている。肉体よりも意識を重視する哲学の影

響下では、空間は肉体と繋がれ、時間は意識と結

びつくという傾向が支配的であったというのであ

る[H.	U.	Gumbrecht	1991:	56	;	M.	Schrör,	2010:	

20]。このような傾向は、時間を移動性、力動性、

進歩性、変動、歴史などの概念と結びつける一方

で、空間を非移動性、停滞、反動、停止、堅固な
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どと結びつける思考を一般化させた[M.	Schrör	

2010:	21	;	E.	Soja,	2015:	282]。その結果、空

間は変動と変化を探究する社会学の理論にはそぐ

わない対象と認識され、近代化と代表する多くの

社会変動が理論化される中、主として扱われるこ

とはなかった。	

	 ところが、1960 年代末になり西欧社会を席巻し

た 68 年学生運動と都市の危機は、空間への関心を

新しく呼び起こす歴史的な転換点となった[E.	

Soja	2015:	289]。当時、空間への関心の高まりを

牽引したのは、ルフェーヴル(H.	Lefebvre)とフー

コー(M.	Foucault)であった。ルフェーヴルは、１

９６０年代の初めに状況主義者たちとの共同研究

でヨーロッパのいくつかの都市を対象にその変化

過程を追跡し、そこから生じた空間への問いを、

資本主義批判と政治的代案の核とした。そして、

すでに拙稿で指摘した「日常が作品になるように

せよ」という文化革命戦略を[丁秀珍	2017:	243]

「新しい社会、新しい暮らしは、新しい空間の生

産で後押しできない限り、砂上の楼閣に過ぎな

い。」という論に結びつけた[朴榮敏	他	2001:	

473]。	

	 空間を穿鑿してきた地理学をはじめ、空間に付

随していた支配的な思考は、空間を物質的な対象

として、表面的でありかつ測量可能な対象と見な

していた。しかし、ルフェーヴルの核心をなす主

張である空間生産論では、空間は単純な物質的対

象ではない。空間は、私たちの日常的な「空間的

実践(La	pratique	spatiale)」を通し作られる社

会的な産物なのだ。それぞれが行う空間的実践は、

その数だけ違う空間を作り出す。その点を踏まえ

て見ると、資本主義特有の家と職場、そして余暇

空間の分離は、過去の時代とは全く違う方法で空

間を組織した結果だと言える。	

	 空間が日常的な実践の範囲と形態を組織するな

らば、日常で繰り返される実践から資本主義的空

間はやはり再生産される。例えば、空間的実践は

当初、利用者の使用価値中心で編成されるものと

されてきたが、市場の交換価値によって空間の値

付けが進むとともに各空間間で複雑な資本ネット

ワークが広がり、結果、その資本ネットワークに

沿った、回し車を回るような日常的な暮らしが展

開された。しかし、空間的実践がこのような支配

秩序の再生産にのみ影響するのではない。近代的

な科学技術と抽象的な知識の産物である「空間の

表象(Les	représentatios	de	l'espace)」1が空間

的実践に部分的に介入することで、資本主義的空

間の再編と葛藤を誘起させる空間的実践が「抵抗

の芽生え」となり作用しながら、新しい空間が生

産されるのである[H.	Lefebvre	2011	;	朴榮敏	他	

2001;	473~474]。ルフェーヴルは、この空間生産

論を通して構造と行為を統合し、さらに日常的な

暮らしの力動性と構造への抵抗の可能性を模索し

たのである。	

	

４．空間の再編	

	 	

ルフェーヴルとフーコーの新しい空間論が、ジェ

イコブス(J.	Jacobs)とハーヴェイ(D.	Harvey)が

論ずる空間についての批判的事由へ継承され、そ

れは「空間論的転回」2という表現を登場させるほ

ど空間についての学術的談論の増大につながった。

その一方で、現実社会の急激な変動、即ちグロー

バル時代の到来も、やはり空間的事由を拡張させ

る重要な環境を作り出した。	

	 グローバル化が、資本主義経済システムの推進

力で生み出された結果ということに異論はない。

ハーヴェイは、このような時代の特徴を「時空間

の圧縮」と表現しているが、時間を通した空間的

障壁の崩壊は、資本主義が展開する一連の歴史の

中で持続的に進んできた。例えば、鉄道、電線、

自動車、ラジオ、電話、ジェット機、テレビ、

近ではインターネット革命など、生産、流通のネ

ットワークなどは、消費の全般で空間を合理的に

																													
1	この用語は、ルフェーヴルが説く空間生産論の構成

において核心となる概念である。	
2	この表現は、ソジャが 1989 年に初めて使用した表

現だが、以降、社会、文化学者の間で定着した。端

的に言えば、この表現は 1970 年代に登場した「言

語論的転回」を意識しながら、空間についての学術

的関心と議論の広がりを指して呼んだ言葉である。	
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組織する資本主義的な動機から生まれた代表的な

事例である。その結果、グローバル化を「時空間

の圧縮」と表現するだけでなく、「距離の死」「場

所のない社会」「空間の収縮」「地理学の終末」「空

間の終末」などの修辞が溢れた。	

	 しかし、グローバル化が空間の消滅を招来した

との見方は問題がある。グローバル化に対する重

要な抵抗の一つの形態として、グローバル(スケー

ル)の対極にあるローカル(スケール)の再領土化

が進められているからである。シュラー(M.	

Schrör)は、交通、通信技術の発達によって経済的、

政治的、社会的活動が特定空間を離れ自由になっ

たと説き、空間が消えたのではないと強調した。

むしろ、場所、もしくはローカルは、グローバル

な影響力に反対・抵抗する立場を確立させたこと

で生き残ったというのである[M.	Schrör	2010:	

193]3。ハーヴェイもまた、急変する世界の中で個

人は自身のアイデンティティを確立する素地をロ

ーカルの中で見出すと指摘した。そして、このよ

うな「場のアイデンティティ(place	identity)」

は、資本に対抗する闘争において、制限的ではあ

るが効果的な力を発揮できると力説している[H.	

Harvey,	2004:	352~353]。これらの論理を踏まえ、

シュラーは、グローバル化は空間の消滅だと主張

する命題は、グローバル化によって国家政治の影

響力が弱体化するという誇張と、一般的な意味で

の政治と国家政治を同一視し、空間を物質的領土

と同一視するという限界を露呈したのだと批判し

た[M.	Schrör	2010:	193]。	

	 資本主義の力動性と柔軟な蓄積(flexible	

accumulation)体系の発展もまた、ローカルの再領

土化を促す。空間的障壁が少なくなるほど、「空間

内の場所の差」に対する資本の感応度は高まるか

らだ。企業の立地戦略と結びつき、グローバル資

本は時空間の圧縮によって確保された柔軟性と移

動性をもって、ローカル労働市場の特殊性やロー

																													
3	ここで言う「場所(place)」という表現は、抽象的

であり普遍的なものとして考えられた空間とは違

う、具体的であり個別的であり限定的な意味を有す

る空間として特定するためのものである。	

カル社会の文化的特徴あるいは伝統を、より精巧

に活用できるようになった。1960 年代の革命的ス

ローガンだった「グローバルに考え、ローカルに

行動せよ(Think	globally,	act	locally)」が、グ

ローバル企業のスローガンとして転用されたこと

からも考えられるように、グローバル資本がロー

カルを同質化させるその瞬間も、ローカルは資本

に 抵 抗 す る 場 所 な の だ と い う こ と を

呼び起こさせ、抵抗の対象を暈していく。	

	 このような前提に立てば、グローバル化が空間

の消滅を招来したと見るよりは、境界で区切られ

ていた国家が定める秩序を、「ローカル/ナショナ

ル/グローバル」という新しい空間構造で再編して

いると見るのが妥当といえる。もちろん、この三

つの関係は、ただ単にスケールの差に基づいた垂

直的な組合せでは把握できない。これらは重層的

であり、相互に浸透する複雑な形で、お互いに影

響を与えあっているからである。ユネスコ文化遺

産条約がそうであるように、グローバル機構とグ

ローバル協治(global	governance)の論理が国内

政治の論理に重なり合う一方で、ローカルの次元

で発生した事件が、地球の裏側に存在するローカ

ル に 影 響 を 与 え る 事 態

を目撃することも多々ある。国際的な組織化によ

って国家の権力と機能が弱体化するかと思えば、

国家のアイデンティティに基づいた国家間の緊張

と葛藤が、グローバル協治の権威を脅かしている

のも事実である。	

	 結果、今日のグローバル化を把握するにあたっ

て、既存の中心/周辺モデル、あるいは経済決定論

のような還元論的な説明方式はもう相応しくない。

アパドゥライ(A.	Appadurai)は、グローバル化を、

複合的であり、重層的であり、乖離(disjunctive)

した秩序が生み出される過程として注目しなけれ

ばならないと主張した[A.	Appadurai	2004:	60]。

つまり、グローバル化は、経済、政治、文化など

「多様な世界的な流れの間に存在する根本的な」

乖離であり、そのような乖離の中で、あるいはそ

こを通じ創出された朧な情景の上に広がる「同一

性と差異とのどこまでも多様化された相互競争の
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産物」と定義している[A.	Appadurai	2004:	79]。	

	

５．ローカリティと日常研究	

	 	

	 注目したいのは、ハーヴェイとシュラーが指摘

した、ローカルと場のアイデンティティについて

の問いだ。まず、ローカルにおいて言えば、ロー

カルは「物理的、社会的空間の単位として地域、

もしくは地方と呼ばれる国家下部の局地的単位」

と定義付けることができるだろう[文載媛	2016:	

307]。しかし、グローバル時代が捉えるローカル

として、このように客観的で空虚な定義付けは妥

当でない。何より、大量移住とインターネットの

拡散で、人びとの居住と活動の領域が脱領土化し

ている。人びとは、安定的だった既存のローカル

が持続的に侵食され内破的状況に直面しながら、

場のアイデンティティ、即ち「ローカリティ」の、

偶発的な、未完の形態での生産と構築に積極的に

加わった[A.	Appadurai	2004:	345]4。	

	 アパドゥライによると、ローカリティは「社会

的直接性、個人間の相互疎通方法、脈絡の関連性

などの一連のつながりで構成」され、「人間の行

為の主体性、社会性、再生産可能性などを通して、

それ自体を再現する現象学的資質」であるという。

この資質は、「意図的な行為によって生産され、

同時に特定の物質的評価を生み出す感情の構造」

でもある。例えば、人びとは集団儀礼を通じロー

カルの主体を生み出し、特定の場所に名前をつけ、

家や道、農地を造成し境界をつくることで、ロー

カ リ テ ィ を 時 空 間 的 に 生 産 し て き た [A.	

Appadurai	2004:	345]。ローカリティは、人びと

が外部から入り込む一連の事態に対応しながら、

自身を取り巻く諸々の条件を消化し、生きられる

場に作り直していく実践の産物である。	

	 この論理を、再びルフェーヴルの空間生産論と

																													

4	金碩洙
キムソクス

は、ローカリティを「地域性」と訳している。

この「地域性」とは、「特定の空間と時間の中に置

かれた体までを統合したものであり、単純な物理的

空間性を超え、社会文化的な関係や意味などの存在

する、実態としての生の現場」のことである。(金

碩洙	2010:	35)	

重ねて見ると、このローカリティはルフェーヴル

が説く「空間的実践」と結びつくものであった。

人びとは、資本主義の中で作られた抽象的・知的

考案物で「空間の表象」に立ち向かい、空間の使

用価値を 大限に引き上げることで、対抗空間を

作る。ルフェーヴルはこれを「表象の空間(Les	

espaces	de	représentation)」と呼んだ。この空

間は、そこに植え付けられた支配的なコードを拒

否したことで空白となった可能性の場を想像力で

埋めるのだが、そこは感情に従い機能する空間と

して情熱と行動のための場所であり、体験の結果

としての場所でもある。この空間の実例で言えば、

自我、ベッド、部屋、家、広場、教会、墓地など

が挙げられる。このような点から、表象の空間の

本質は、質的であり流動的であり脈絡的であり関

係的なものだと言えよう。	

	 ルフェーヴルは、この「表象の空間」こそ、民

俗学者、人類学者、精神分析家が注目してきた対

象だった説いている。しかし彼らの問題はそれを

対象として研究する過程で表象の空間と共存しな

がら一致や不和といった介入をする「空間の表象」

を見過ごしたり、「空間的実践」をおろそかにし

たりしていることなのだと批判する[H.	Lefebvre	

2011:	91~92]。この指摘を消化するため、彼の論

である空間生産の三元弁証法(trialectics)を用

い考えてみる。	

	 再び、「空間の表象」と「表象の空間」の対立

的関係を注視してみる。「空間の表象」が言語化

された構造の秩序による支配的な空間規定の論理

ならば、「表象の空間」は体験された空間性だ。

科学的な空間認識、もしくは空間に対する厳格な

体系化の試みが「空間の表象」の事例なら、芸術

作品を通じた空間的な逸脱の試みは「表象の空間」

の代表的な事例だと言える。例えば、ロンドンの

スケートボーダーであったトビーは、リバプー

ル・ストリートに伸びるオフィス街の道をベース

に、スケートボードの練習に熱中する。彼の体感

から生まれる練習の場としてのこの空間の使用価

値と、オフィス街としてのこの空間の市場交換価

値は、常に衝突する。彼は結局他の場へと追いや
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られてしまうだろうが、「ここはダメだ」と埋め

込まれた「NO」の空間を、「ダメなことがあるか」

と生きている体で「YES」の空間へと作り変えるこ

と、これが「空間の表象」と「表象の空間」の差

である[I.	Borden	1998:	49	;	朴榮敏	他	2001	:	

476]。	 	

	 しかし、この二項の関係をただ対立的なものと

だけで片付けられない。その視点で終わることは、

理性的な意識で「自明の理」として精神的省察の

対象のみに留まっているからである。この二項の

対立的な関係によって空間が生み出される過程に

注目すれば、互いが耐えず影響し合う関係という

ことを認識できるだろう。さらに、この二項の対

立は、日常の実践様式として「空間的実践」を通

じ多層化される。	

つまり「空間的実践」は、「空間の表象」と「

表象の空間」の対立を総合的に反映しながら、時

に確執を生みながら、二項とは違う層位から空間

の総体的な生産に介入する。	

空間の生産に関わるこの三つの契機の理解につ

ながるよう、ルフェーヴルが活用する身体論を補

足しよう。「空間的実践」—「空間の表象」—「表

象の空間」という関係は、「知覚されたもの(身体

器官を利用し外部の世界を知覚するもの)」—「認

知されたもの(イデオロギーとともに普及される

身体についての解剖学的、心理学的知識)」—「体

験されたもの(辛いことや苦しいことで体験され

る身体)」と区別できる。この三要素が集合しては

じめて、集団の構成員が一つの場から新しい場へ

とスムーズに進んでいけるのである。しかし、前

述の三つの契機は空間の生産にそれぞれ違う方法

で介入し、それぞれが交差する関係において、単

純でもなく安定的でもない。したがって、この三

つの契機を区別するものは、抽象的理論のモデル

であり、原理的なアプローチであり、現実的な空

間をしっかりと説明できるものではないので、具

体的な空間の理解には歴史的なアプローチが必要

となる[H.	Lefebvre	2011:	90]。	

	 ルフェーヴルが、三元弁証法とそこから生産さ

れる空間の事例を歴史的に探究しようとする姿勢

は、空間が基本的に政治的なものであることを伝

え、資本主義の矛盾と葛藤がどのポイントで発生

しているのかを認識させるためであった。そして、

三元弁証法を通じ資本主義の支配的空間に抵抗す

る新しい差異の空間を作ること、何よりその可能

性を探究することが、彼にとって日常と空間に注

目する純粋な理由だった。	 	

	 このようなルフェーヴルの空間生産論や、前述

した空間についての議論は、日常研究の方法論に

示唆するところが大きい。 後にその示唆の要点

を取り上げ、結論としたい。	

	 一、日常についての空間的アプローチは、日常

研究において有効な方法と見なすことのできる空

間的スケールを具体化する。	

	 二、ルフェーヴルの空間生産論は、過去民俗学、

人類学が見過ごしがちであった日常空間の多層的

な構成様相を明らかにし、より力動的で重層的な

姿で変化する日常を捉える手がかりとなる。	

	 三、先に述べたように、「空間論的転回」のパ

ラダイムは、空間の本質的特性が社会的であり、

また政治的であることを一貫して主張している。

故にこのパラダイムは、ローカリティ、つまり具

体的な生の現場に広がっている日常の姿とそこに

生きる人びとの空間的実践とを連動させ注目する

必要性と、それが「差異の空間」を作る空間の政

治と無関係ではないことを気付かせてくれるので

ある。	
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日常生活的実践の戦術 
―北京市残街の道端経営現象を例に― 

 
王 傑文 

翻訳：西村 真志葉 
	

	

はじめに	

	

道端経営
．．．．

とは、特定の個人あるいは集団が公共

空間（都市道路や橋梁、広場等）を占拠し、私利

を図る行為を指す（１）。現代中国の都市部には、こ

の道端経営という現象が普遍的に存在する。中国

の都市計画と管理に関する基本的法制度によれば、

道端経営は違法行為であり、各都市の行政管理・

法執行部署（以下、城管
．．
）は職権によりこれを撤

去することができる。実際、道端経営者と城管の

間の対立は深刻で、時に激しい衝突が生じること

もある。	

都市計画や法の整備、執行を司る者の立場から

言えば、都市の公共空間には公共性
．．．

が備わってお

り、いかなる個人、集団であっても、管轄部署の

許可や委託がない状態で、臨時的あるいは長期的

に公共空間を占拠し経済活動を営んではならない。

これに反する行為はすべて違法な道端経営であり、

取り締まりの対象となる。道端経営の道
．
という文

字には公共性という属性が含まれており、誰であ

ろうとこれを独占する権利はない。しかし、道端

経営者の立場から見れば、あらゆる公共空間は歴

史的に、社会的に形成されたものであり、都市化

が進むなかで絶えず公共空間になっていった
．．．．．．

（becoming）のである。彼らのような道端経営者

は、ある公共空間のそのように実在する
．．．．．．．．．

（being）

景観の構築過程に参与したのであり、つまり公共

空間の一部に属するものなのである。また、都市

管理者と道端経営者はいずれも市民の集団的利益、

即ちすべての公共空間が市民の家庭生活や仕事、

休暇に普遍的な利便性と心地よさを提供するとい

うことに、寄与しなければならない。しかし、道

端経営者、市民集団、都市管理者、いずれも利益

の多様性、対立性、特殊性を内に孕んでいる。し

たがって、公共空間が原則上公共性を有していよ

うとも、実践の上ではしばしば個
．
の侵略と占拠の

中に埋没してしまうのである。	

中国の大小各都市に遍在する道端経営現象とそ

こに表現される公益
．．
と私利
．．
の争いを解釈する際、

フランス人歴史学者ミシェル・ド・セルトーが提

示した戦略
．．
と戦術
．．
という概念は非常に啓発的であ

る。いわゆる戦略とは規範的フレーム
．．．．．．．

であり、場

所あるいは言語の面で、ある種の強制的、規則的

な秩序を制定し、制御し、そして強要する。一方

の戦術とは、こうした秩序的な戦略（寄主
．．
）の助

けを借りて、普通の人々がそれらを使用し、操作

し、変更する使用方法
．．．．

（寄生物
．．．

）を指す［Certeau	

1988：XVlll-XX］。セルトーにとって、日常生活研

究の革新的任務とは、異なるコンテクスト下で絶

えず行われるこうした再使用の方式
．．．．．．

、つまり、日

常生活の実践者が場
．
としての他者（戦略）の助け

を借りて行う様々な戦術を描くことである。彼は

こうした戦術が固有の形式と創造性を有し、いつ

も密やかに再生産と再構築を行っていると肯定的

に評している。表面上、都市計画と道端経営間の

対立は、セルトーが言うところの戦略と戦術の対

立と似ている。だが、両者は本質的にはまったく

性質が異なり、ある種の風刺的な意味合いすらも

含んでいる。	

本稿では、北京市朝陽区定福庄村残街
．．
の道端経

営現象に関する描写を通じて、以下の 3 つの問題

を論じてみたい。	

（１）セルトーの日常生活の戦術をめぐる思想

は、中国の現代都市の日常生活的実践の
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分析に応用可能か	

（２）中国の現代都市に遍在する道端経営には

どんな性質があるのか	

（３）民俗学はどのようにして理想的な日常生

活的実践の構築に参与すべきか	

	

１．残街の日常	

	

北京市朝陽区定福庄村の東街と西街の間には東

西を貫く道路が一本走っており、現地の人はこれ

を残街と呼んでいる。残街の北側は電建南院小区、

南側はピアノ工場や煤炭幹部管理学院宿舎、金物

工場、水電学校職員宿舎等の企業や宿舎から成る

低層建築物地区である。また東側は中国伝媒大学

の西門に、西側は定福庄西街に、それぞれ面して

いる。	

2005 年前後、朝陽区の行政管理部署が幅拡張整

備工事を行ったことで、残街の主要道路は比較的

余裕のある 4 車線になったが、道路上に明確な交

通標識は設けられないままだった。車道の両側に

は約 4 メートル幅の歩道も整備された。景観維持

のため、3 から 5 メートル毎に街路樹も植えられ

たので、夏には涼しい木陰が落ちる。公共道路の

実際の基準に照らし合わせてみても、残街は住民

の移動に関する需要を完全に満たすものである。

言い換えれば、都市道路の規格と設計の面で、残

街のハード的な整備状況は基準に見合っている。

ところが実際は、残街では毎日頻繁に渋滞現象が

生じているのである。	

残街を歩くと、歩道の両側にある本来居住用で

あるはずの低層ビルが、住民によって勝手に商業

用に改装されているのが目に入る。住宅の商用面

積を拡大するために、経営者たちはこぞって歩道

を占拠しているのである。占拠の具体的な戦術は

さまざまで、門を外へ向けて大きく開ける者、歩

道上に各種設備を設置する者、入口まで誘導ロー

プを設ける者、テーブルと椅子を歩道に並べる者

などがいる。各種商品や生活用品だけでなく、廃

棄処分された椅子やテーブル、車、岩等を並べて

長期的に歩道を占拠する者までいる。まさに「人

間の知恵は尽きることがない」という言葉そのま

まに、道端経営者の戦術は非常に豊かで、終わり

が見えない。本来歩道として存在していた公共空

間はその公共性をほぼ喪失しており、歩行者が歩

道を普通に通れないのが現状である。	

居住用ビルが住民の手で勝手に商用空間へ改造

されていることで、店舗周囲を流動し、そこに留

まる人々の数も自然と増加した。また、商店、顧

客、通行人それぞれが交通手段として用いるトラ

ックや自家用車、バイク、自転車、三輪車等が、

歩道や車道に所狭しと停められている。一時停車

する貨物トラックやゴミ収集車はしばしば交通渋

滞を引き起こし、歩道と車道が臨時的な駐車場と

化す。これにより、近くの居住区に出入りする住

民や通行人、自転車、三輪車、自動車、野良犬、

いずれも周りを伺いながら、隙間を縫うように車

道を行き来することになる。	

利用者も不便を感じているには違いないないだ

ろうが、しかし、彼らはこうした通行・出入りの

仕方にすっかり慣れてしまっているようだ。ここ

を通る人々は、渋滞に巻き込まれたドライバーが

憎らし気にクラクションを鳴らし、罵詈雑言でう

っぷんを晴らす様をよく見かけるだろう。車と接

触し、あるいはそれに驚いて、ドライバーと口論

になる通行人もいるかもしれない。スリを警戒し

て神経をとがらせている者もいるだろう。だが 10

数年が瞬く間に過ぎ去ってみれば、ここの人々は

依然と幸せに
．．．

暮らしている。道端経営者に対し、

異議申し立てをする者はごくわずかである。たと

えば、残街中段の北側には、ある果物売りの屋台

が歩道と一部車道を長期的に占拠しており、その

せいで車同士のすれ違いが難しくなっている。し

かし、ドライバーは果物売りの違法行為や公共道

徳の欠如を非難することはなく、慣れたようにド

ライバー同士で怒りに満ちたまなざしを向け合い、

悪態をつき、喧嘩をする。そして当の果物売りは

道端に立って、何の罪もない面持ちで高みの見物

をしているのである。	

	

２．残街の日常の形成	
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今日の残街の容貌は歴史的に作られたものであ

る。2003年以前、残街はまだ定福庄中街
．．．．．

と呼ばれ、

中国伝媒大学の白楊大道
．．．．

に面していた。当時、白

楊大道の南半分が中国伝媒大学の前身北京広播学

院に属し、残り北半分は煤炭幹部管理学院に属し

ていた。2004 年、この 2 つの教育機関が合併し、

今日の中国伝媒大学が設立されると、本来境界線

となっていた中間の道路も、同大学の南北両院の

間を走る白楊大道へと変わった。そしてその時か

ら、白楊大道の 西端に中国伝媒大学の西門が設

置されるようになったのである。	

中国伝媒大学の西門新設は、定福庄中街の住民

に商業チャンスをもたらした。2004 年以降、住民

たちがこぞって違法建築を行った結果、定福庄中

街は朝陽区でも有名な違法建築街道
．．．．．．

となった。こ

この住民は一晩で 54 の簡易店舗を建て、両側の歩

道を全部占拠した、という誇張された言い方まで

ある。朝陽区の城管も一部住民の訴えに押される

形で、これらの違法建築物について何度もしらみ

つぶしに撤去を試みた。だが城管が去ってしまえ

ば、違法建築はより早く、より立派に再建される

のである。	

公共空間を組織的に占拠し、さまざまな理由を

つけてその違法行為を弁解しているのは、ここの

住民たちである（計 35 戸世帯とのこと）。そのう

ち一部は障がい者だが、より多いのが失業者であ

る。彼らは生活のためにコミュニティの住民委員

会等を頼んで回ったが、支援を得られなかった。

そんな折、中国伝媒大学の設立に立ち会わせたの

である。彼らはここで商店を営み、生計を立てる

ことにした。聞けば、彼らは都市計画を管轄する

部署に支持してもらえるよう掛け合ったが、許可

が下りなかったのだという。その後、定福庄西街

の無許可経営者の前例を真似て、協力して違法な

仮設建築物を建てるに至ったのである。住民自身

の主張は、次のようにまとめられる。	

（１）彼らは障がい者の自主創業者である。国

策では自主創業
．．．．

が推奨されており、しか

もその創業者が障がい者であれば猶更で

ある。自分たちの障がい者としての身分

を強調するために、彼らは勝手に定福庄

中街を残街と改名したのだった（２）。		

（２）合法的な経営の道を求めながらも、関連

部署から許可が下りなかった、つまり政

府の冷淡と無精のせいで、彼らは違法手

段を模索するよりなかったのである。し

かも定福庄西街はもっと早くから違法建

築が盛んで経営活動が営まれているのに

封鎖されていないではないか。	

（３）彼らは文明的で衛生的なサービス環境を

自力で整備しようと試みたことがあり、

さらには残街を模範的街道
．．．．．

にしようと努

力もしている。言い換えれば、彼らは自

らの行動を通じて城管に認可され、 終

的に営業許可を獲得しようと試みている

のである。	

こうした良い意図
．．．．

は、しかし、城管の認可を得

るには至っていない。彼らの違法建築物は志半ば
．．．

で
．
撤去されてしまった。しかし、上述の 35 世帯が

生存するための空間的資本として、残街の潜在的

価値はついぞ低く見積もられることも、手放され

ることもなかった。違法建築物が撤去された後、

彼らは再び歩道上に四角く線を引き、面積の大小

に応じて価格を提示した。ここの公共空間は彼ら

個人が所有するものであり、移動販売の露天商に

貸し出すことで管理費を徴収するというのである。

こうした露天商の業種は多岐にわたり、花や果物、

ペット、衣服、アクセサリー、パソコンや携帯電

話の部品などを販売するものだけでなく、理髪店、

ごみ収集所、飲食店、飲料販売店、串焼き屋など

もある。膨大な数に及ぶ学生という消費集団と周

辺に密集する住民、残街のビジネスチャンスは決

して小さくなかった。場所代を支払って歩道に出

店する露天商の中には、値を釣り上げて、自分が

支払った以上の場所代で他の露天商に場所をまた

貸しする者さえいる。	

2005 年から今日に至るまで、自称障がい者
．．．．

の住

民たちが違法に公共空間を利用して個人あるいは

小グループの利益を図っているが、この行為は都
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市管理条例に反しているだけでなく、現地の住民

の日常生活にも影響を及ぼしており、このまま存

在し続ける理由はどこにもないはずである。事実、

多くの訴えが寄せられた後、さまざまな圧力に背

中を押された結果、城管は何度か違法建築の撤去

を実施してもいる。しかし道端経営者の戦術は非

常に巧妙であり、戦略への反撃に成功する傾向に

ある。それは彼らが以下の点を察しているためで

ある。	

まず、城管の撤去・一掃行動はただの慣例行事

に過ぎない。まさに歩道で個人経営を営むとある

借主が述べるとおり、「定福庄中街と西街一帯は違

法建築だらけだけどこれだけ長い間誰も管理しよ

うとしなかった。…… 近はちょっと度が過ぎた、

目立ちすぎたに違いない、あるいは上からの命令

なんだろう」。慣例行事であるというのも、城管の

業務はいわば嵐のようなもので、瞬く間にやって

来るが、去るのも一瞬で、それもたまにやって来

るにすぎないのである。	

次に、群衆行動に対して法が寛容だという常識

に照らし合わせて、露天商たちは城管の撤去行動

が所詮はパフォーマンスに過ぎないことを知って

いる。彼らは口をそろえて次のように言う。「安心

しな、これだけの人数（が道端経営を営んでいる）、

（道を占拠する設備等を）撤去できるわけがない

だろう？」。	

さらに、戦術とゲリラ戦術を長引かせることで、

露天商は現下の環境を当たり前のものとして住民

たちに適応させ、政府に投書するような考えをな

くさせようとしているのである。	

そして十数年が過ぎた今、残街の明らかな違法

建築は撤去されたが、35 世帯の住民はいぜんこの

公共空間上の歩道で事業を営んでいる。彼らは私

的に場所を貸し出し、借主と貸主が違法な交易関

係を結んでいるのである。歩道上の経営行為は

徐々に車道へも広がり、車道が歩道の機能も担う

ことになった。夏の夜にはここに串焼きの露店が

一軒また一軒と立ち並び、残街は煙に包まれ、足

元にはごみが散乱する。客たちは沿道あるいは車

道上に座って飲み食いと談笑に興じる。その客の

横を自動車と通行人が通り過ぎるが、巨大な扇風

機が炭火の煙を吹き散らす。通行人は咳をし、顔

を背けてその前を通り過ぎるのだが、それを避け

ることもできない。というのも、音もなくひっき

りなしに往来する違法バイクタクシーが、まるで

火の玉のような光の線を残して傍を駆け抜けてゆ

くためであり、それこそ通行人が細心の注意を払

うべき 大の危険かもしれないのである。	

	

３．日常生活実践の戦術と芸術	

	

セルトーは、都市空間の実践をめぐる考えのな

かで、次のように述べている。「私が探し出したい

実践的行為は、可視的なパノラマとは違うし、理

論的に構築される幾何的
．．．

あるいは地理的
．．．

空間とも

異なる。こうした空間に関する計画は、ある種の

具体的な操作
．．
形式（やり方

．．．
）を、また別の空間性

．．．．．

（空間に関する人類学
．．．

的でポエティックで神秘的

な経験）を、そして住まわれる都市の不透明で盲

目的な変化を、思い起こさせる。一つの移転した

都市は、あるいはメタファーの上での都市は、計

画され閲読可能な都市の明晰なテクストの中へ、

このようにして浸み込んでいくのだ」［塞托	

2015：170］。まさに都市空間の具体的操作（都市

空間の計画・設計ではない）に基づいて、社会生

活の決定的条件が創造されるのであり、だからこ

そセルトーはミクロな空間的実践を都市の日常生

活を理解するための鍵と見なしたのである。	

しかし、セルトーの国家権力と社会機関に対す

る一貫した反抗を鑑みるとまったく不思議ではな

いのだが、彼はその都市空間的実践の研究におい

て、いつも凝り固まった空間秩序の中から普通の

人が微抵抗
．．．

するブラウン運動を見出そうと試みて

いる。そしていつも普通の人に秘められた思いも

よらない資源を発見し、匿名の群衆の中において

権力コントロールの真の境界線が生じる移動に対

し、いつも特別に注目するのである。ミクロな視

点で見る都市生活の実践において、それが個人に

よるものか群衆によるものかに関わらず、多くの

活動が都市化システムの管理や取締の対象である
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ことは理解に難くない。しかし、こうした活動は

往々にして、監視とコントロールをすり抜けて存

在し続ける。ひいては社会の管制ネットワークに

すら入り込み、その隠れて営まれる創造行為に対

して、すでに制御力を失った監督機関に目をつむ

るように働きかけるのである。もちろん、こうし

た多様で、反抗的で、また狡猾かつ執拗な生活的

実践の戦術は、よく懲戒的コントロールから逃れ

る一方で、完全にその懲戒の力が及ぶ範囲外に存

在することはできない。	

同様に、残街で営まれる日常生活的実践もまた、

上述のような道端経営者の違法行為だけに留まら

ない。たとえば普通の通行人が歩き、足を止める、

そして記憶し、語る、こうした実践的行為はある

種の空間の文体学
．．．．．．

を構成しており、それは残街を

めぐる空間の文法学
．．．．．．

とは異なる様を呈している。	

（1）残街を歩く	

都市の整備者、設計者及び管理者の立場から見

れば、空間設置は文法学者と言語学者が定める原
．

義
．
のようなものであり、それは標準化、正常化さ

れた言語規範であると同時に、すべての派生語
．．．

が

参考にするフレーム、即ち空間の文法なのである。

しかし、「私たちは日常や言語、あるいは歩行者の

使い方においていぜんとして見つけられずにい

る」［塞托	2015：178］。この意味において、都市

の街道を歩くことは、文法規則
．．．．

に沿って言語で
．．．

語
．

る
．
ことと同じようなものだといえる。	

残街を歩く者は誰しも、あらかじめセットされ

た残街の空間に自然と適応してゆく。こうした自

然的空間と人工的空間のプリセットが、この歩行

者にある種の可能性（彼は通行することができる）

と制限性（目の前に何か障害物があって通れない）

を与えるためである。また、それらは彼が他の可

能性と制限性を発明することも促す。たとえば車

道を横切る、道を変える、あるいは足を止めてあ

る空間的要素を一時的に注視する、あるいは疾走

してそれを無視する等がそうである。言い換えれ

ば、通行人はすでにある空間的秩序内の可能性と

制限性を現実のものとする。彼らは確かに残街を

通り過ぎるのだが、その通り過ぎる
．．．．．

際の可能性と

制限性は無限に豊かなのである。彼らは自分の歩

くルートを発明し、選び、また別ルートを排除す

る。この選択
．．
と排除
．．
の過程は、彼らがその足取り

を通じて創造的に発明する空間のレトリック
．．．．．．．．

であ

り、これを通じて道端経営者やその他の通行人と

社会的関係が結ばれる。まさにこの空間のレトリ

ックの構築、引用あるいは対立、断絶によって、

通行人は自分たちが選択したルートについて証明、

懐疑、試行錯誤、超越、厳守等の行為を実践する

のである。	

通行人の空間のレトリックは、フロイトが述べ

る置換
．．
と濃縮
．．
という夢の働きに呼応している。前

者は部分的空間を強調することで空間全体を代表

し、後者は連続的空間を省略することで空間の真

実性を解消する。このような働きの結果、通行人

のまなざしの中の残街は、都市計画者の設計する

地理的空間でもなく、また商売人が歩道を占拠し

た後わずかに残る空間でもない、その足の下の街

道は地理空間的な意味における街道ではないので

ある。彼らの足取りは街道を加工し、この地理的

空間をひっくり返す。空間のある部分は誇張され、

ひいては全体を代表している。街道の連続性は孤

立した景観へと分断される。地理的空間として残

街がもつ連続性と統計的な数量は、すべて主観的

な感受性と語りにとってかわられ、歩行者の歩く

スタイルと姿を通じて体現される。こうした空間

のレトリックは固定化することができない。記録

し尽くすこともできない。しかしまさにそれを通

じて、都市空間の設計と計画の原義は脱構築され、

歪曲されるのである。	

（2）残街を語る	

特定の生活区域としての残街は、多くの住民が

長年暮らす環境であると同時に、多くの人々（例

えば大学生）が一時的に生活する環境でもある。

社会の変容は瞬く間に残街の歴史的風貌を変え、

史跡に付随する文化的記憶を埋もれさせてゆく。

残街の生活区に暮らす人々にとって、残街は長い

歴史を有しており、つまりそれだけ感情に温めら

れている。どれほど雑然とし、秩序に欠けていよ

うとも、まさにある古くからの住民が述べるよう
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に「我が家はここなんだ、私はここで生まれ育っ

た」のである。この場所は彼らにとって特別
．．
であ

る。いたるところに物語があり、記憶が染みつい

ている。中国伝媒大学の卒業生ですら、とっくの

昔に潰れてしまった記憶の中の食堂や飲料店を懐

かしがる。残街をぶらぶら歩いていると目に入っ

てくる目印が、通行人や住民の歴史的記憶と語り

を展開するための目次
．．
となることもあるだろう。

その記憶と語りはまるで貼り絵のようで、言及さ

れる要素間の関係性は曖昧である。それは地理的

空間上で行われる一種の叙事性の空間的実践であ

る。言い換えるなら、それは構造化された空間テ
．．．

クスト
．．．

の上に創造されたある種の反テクスト
．．．．．

であ

り、この反テクストは既存の空間テクストの意味

を天然に歪曲し、移植し、変更する。さらに他の

空間的意義へ向わせる可能性と潜在能力を有して

いる。	

しかも異なる主体の記憶は分散的で、取りまと

めがないものであり、当然のことながら位置づけ

などできない。残街に関する記憶はほとんどが

人々の脳内に眠っており、特定の場合に主体によ

って呼び覚まされる。ここの住民たちはしばしば

「あんたたちは知らないだろうけど、ここはかつ

て……」と口にするが、「かつて」とはその事象が

すでに消失し、もはや見ることはできないことを

意味している。それらは可視的な目印背後の歴史

の皺の間に隠されている。多くの場合は個人的な

記憶に過ぎず、他人の興味を引くことも難しい。

しかし、都市の普通の生活者にとって、生活空間

に関する歴史的記憶はその地区の魂の所在そのも

のである。この意味において、人々が残街で足を

止め、懐かしむのは、この場所に断片化された秘

められた物語があるためである。それらは喧騒に

満ち、乱雑極まりない空間テクストの背後に隠さ

れている。まるで積み重ねられた時間のようであ

りながら、主体の記憶の中に消失している。正確

に言えば、こうした場所は一種の特別な記号であ

り、通行人にある種の楽しい、あるいは辛い体験

を呼び覚ますのである。	

人々が街道を歩き、立ち止まったことに対する

思い出と語りは、ある意味、前述の空間のレトリ

ックに対する補足であり、具体化である。また、

空間的実践の可能な各種行為についての記述でも

ある。特定の個人あるいは集団の空間をめぐるど

んな理解も、彼（あるいは彼ら）の空間の大小、

境界線及びその性質に対する理解と無関係ではな

く、こうしたいくつかの基本的な尺度に基づいて、

空間の意味と分類の問題において意見の相違が生

まれるのである。空間
．．
をめぐる意見の相違及びそ

れに関連する語りは、空間で営まれる実践（パフ

ォーマンス）の前提にすらなる。様々な行為が演

じられる舞台を創造し、つまり、人々が行動をと

るための空間を提供するのである。たとえば、残

街中段の北側にある歩道上に、中型トラックが長

年停車してあるが、ここはある中年夫婦がゴミを

回収する場所になっており、歩道ばかりか、車道

上の大きな空間も占領されている。この夫妻が道

端経営に従事するに至った歴史語りは、彼らがこ

の場所で展開する社会的実践行為に、合法的な舞

台を提供する。言い換えるならば、空間に関する

語りは、空間的実践に先行することがある。前者

が後者のために場を開拓し、可能性を提供するの

だ。	

残街を歩き、足を止める、歩行者たちは既定の

公共空間の秩序を操作しながら、記号システムと

しての公共空間を創造的に触発し、再構築する。

地理学的な意味で非常に明確な街道の背後に――

歩くことと語ることを通じて――無数の曖昧で境

界も不鮮明な街道が存在している。通行人の足取

りがある場所を超え、組み立てるが、それはその

場所について選択を加え、全体像へ組み込んでい

るのである。そして相互に矛盾し、ぶつかり合う

センテンスとルートが創造される。結局、残街を

歩き、語ることは、日常生活的実践の戦術と芸術

として、二重の意味で残街の空間的輪郭を曖昧に

するのである。	

	

４．秩序と実践を超えて	

	

セルトーが空間計画
．．．．

と空間使用
．．．．

、戦略と戦術に



49 

ついて行った区分は、日常生活的実践を理解する

際に非常に啓発的である。計画と戦略は現代的な

論理に基づいて生じたディスコース体系であり、

理性への至上の崇拝と信仰が前提となっている。

それは次のように信じている。「理知が世界を構築

あるいは修復すべきであり、またそれが可能なの

だ。我々はもはやある秩序あるいは隠された作者

の秘密を読む必要はなく、むしろ秩序を生み出し、

この秩序を野蛮なあるいは堕落した社会の躯体の

上に書き記すのだ。この歴史を正し、征服し、教

育するために、書くという行為は歴史に対しての

権利を獲得したのだ」［塞托	2015：233］。一方、

使用と戦術は、生きた体が無視されたり押さえつ

けられたりした際に発する叫びであり、声になら

ない苦しみである。この意味において、セルトー

が実践の芸術
．．．．．

を強調したのも、ポストモダン的
．．．．．．．

な

反抗的努力なのだった。	

モダンとポストモダンに関するアカデミックな

内省は、中国民俗学の思索を直接的に強く触発し

た。一部の民俗学者は未完成のモダニズム理論
．．．．．．．．．．．

を

手に、中国はより徹底的な現代化改革を急ぐべき

だと考えた。また、ある者は防ぎようのないポス
．．．．．．．．．

トモダニズムの流れ
．．．．．．．．．

に同情を寄せ、中国はすでに

ニューメディアやニューテクノロジーに巻き込ま

れながら情報化と消費社会に突入しており、あら

ゆるモダニズムの悪弊が中国社会を苦しめている、

しかも現代化した理性を堅持する主体自身が、何

かしら普遍的価値を有する旗印を掲げながらも実

際は利己的な社会的主張を行っているかもしれな

い、と考えている。なんにせよ、現代的理性
．．．．．

その

ものが顧みられ、疑われなければならないのだ。	

公共秩序
．．．．

と私的実践
．．．．

とは、自然と対立し合うも

のなのだろうか。セルトーは製品の生産
．．
と製品の

使用プロセスに隠された副次的生産
．．．．．

の間の差異と

類似性に注目した時、両者間に永久的な差異が存

在することを潜在的に認めながらも、分断不可能

な相互依存性の存在もまた強調している。さらに、

セルトーは公共秩序の社会的重要性をめぐる議論

を棚上げにして、私的実践の潜在的意義と価値を

直接指摘しているが、これもセルトーの理論が中

国の日常生活的実践の研究にそぐわない点である

［渠敬東 2017］。社会の公共的法則の使用者が社

会の法則を自分の追い求めるメタファーと省略の

レトリックへ変えていると指摘する際、彼はフラ

ンスの社会生活において公共的法則が覇権的地位

にあると仮定しているが、一方中国の都市におい

て――残街は中国の現代都市の縮図である――、

人々はいかなる公共空間も私的な欲望と利益を図

る原始的森林とみなしており、公共的法則は形骸

化しているのである。	

セルトーのポストモダン色の強い思想は、中国

社会を理解するのには不向きかもしれない。しか

し、それは極端な現代化がもたらす社会的弊害へ

警鐘を鳴らす。将来中国都市部の日常生活を育む

には、普通の人々の秩序意識を強化しなければな

らず、同時に人々の普遍的な心理的需要を尊重し

なければならない。中国の民俗学者は中国の民衆

の将来的な日常生活的実践に注目しているが、二

つの仕事を同時に展開しなければならないだろう。

一つは西洋文明の総体的フレーム内で現代をめぐ

る問題を顧みること、そしてもう一つが、中国自

身の文化的伝統の中で現代の危機を溶解するため

の出口を探すことである。	

	

訳注	

（１）本稿では道端経営と和訳したが、原稿では「占

道経営」となっており、公道を不当に占拠すると

いうニュアンスがより強調されている。	

（２）障がい者は中国語で「残疾」と言い、残街の

「残」は障がい者を表している。	
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付録１：残街略図 
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付録 2：中国伝媒大学略図 
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